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○審査事件等 

審査事件等 所 管 課 

議案第２５号 薩摩川内市環境施設周辺整備事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定に

ついて 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

環 境 課 

川内クリーンセン

タ ー 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

市 民 課 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

議案第５０号 平成２７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算 

請願第 １ 号 受動喫煙の防止措置の強力な推進を求める請願書 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

議案第４９号 平成２７年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第５２号 平成２７年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計予算 

（所管事務調査） 

保 険 年 金 課 

（ 市 民 健 康 課 ） 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

議案第２６号 薩摩川内市障害者福祉作業所条例を廃止する条例の制定について 

議案第２７号 財産の無償譲渡について 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

障 害 ・ 社 会 福 祉 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（永山伸一）それでは、ただいまから

市民福祉委員会を開会いたします。 

 本委員会は、本日から２日間にわたり審査を行

いますが、お手元に配付しております審査日程に

より審査を進めることとし、本日は、障害・社会

福祉課まで審査を進めたいと考えておりますが、

そのように審査を進めることで御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議なしと認めます。 

よって、審査日程によりそのように審査を進め

ます。 

 なお、環境課と川内クリーンセンターは同時に

審査を行います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可します。 

────────────── 

△環境課・川内クリーンセンターの審査 

○委員長（永山伸一）それでは、環境課及び川

内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第２５号 薩摩川内市環境施設周辺

整備事業分担金徴収条例を廃止する条例の

制定について 

○委員長（永山伸一）まず、議案第２５号薩摩

川内市環境施設周辺整備事業分担金徴収条例を廃

止する条例の制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）おはようございます。 

それでは、議案第２５号薩摩川内市環境施設周

辺整備事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定

について説明いたします。 

 議案つづりその２の２５―１ページをお開きく

ださい。 

 提案理由は、本会議におきまして市民福祉部長

が説明いたしましたので省略させていただきます。 

 この条例は、森林の施業促進等と民間事業者が

行う風力発電事業の推進を目的に、市が環境施設

周辺整備事業として実施する林道寄田青山線外

６線整備事業に要する費用の一部に充てるために

制定したものでございます。平成２４年度に株式

会社柳山ウインドファームから環境費分担金、林

道整備分といたしまして、２,０００万円を徴収し

たものでございます。 

 昨年度の整備事業の完了に伴い、分担金徴収条

例を廃止するものでございます。 

 以上で、議案第２５号の説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま、当局の説明が

ありましたけれども、これより質疑に入ります。

御質疑願います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第３９号平成

２７年度薩摩川内市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）改めましておはよ

うございます。月曜日までどうかよろしくお願い

いたします。 

 それでは、各課の概要をする前に市民福祉部全

体の概要等について、若干触れさせていただきた

いと思います。申しわけございませんが、市民福

祉委員会資料という形で配付してると思いますが、

これにつきまして御説明させていただきたいと思

います。 

 あけていただきまして、１ページでございます。 

ここに平成２７年度の予算の集計という形で一般

会計及び特別会計につきまして、各課ごとの３年
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間の推移を書いてるところでございます。下のほ

うの市民福祉部計、網かけをしてございますが、

ここを見ていただきますと、本年度は２０１億

４,６９９万３,０００円ということで、一般会計

でございますが、昨年度と比べまして４億

４,７９６万８,０００円の増となっております。 

 一方、特別会計におきましては、右側の合計の

ところでございますが、４特別会計で２６５億

１,５５８万となっておりまして、対前年度比

１３億４,３６１万円の増となったところでござい

ます。 

一般会計、特別会計合わせますと４６６億

６,２５７万３,０００円で、１７億９,１５７万

８,０００円の増となったところでございます。 

 これらにつきましては、一般会計におきまして

は制度改正が主なものでございまして、個人番号

制導入、あるいは、子ども・子育て制度が４月

１日から施行されるということ、あるいは、同じ

く４月１日からは生活困窮者の自立支援が施行さ

れるということ等でございます。また、介護保険

につきましても第６期が平成２７年の４月１日か

ら施行されるというようなこと等でございまして、

これらの社会保障制度に係ります大きな転換期と

申しますか、過渡期でございまして、それらの所

要の予算措置をさしていただいたところでござい

ます。 

 特別会計におきましては、１３億８,０００万の

分につきましては、国保でございますが、後ほど

詳しく御説明させていただきますが、これも制度

改正によるものでございまして。保険財政共同安

定化事業というのがあるんですが、これが３０万

円以上、今まで県内の保険者が共同で支出してた

部分でございますが、これが１円以上ということ

になったこと等から１３億８,０００万の増となっ

たところでございます。 

 以上が、平成２７年度の市民福祉部の全体的な

予算の概要でございます。 

 なお、２ページ、３ページをあけていただきま

すと、当初予算で計上いたしました新規・拡充事

業の一覧を掲載しておりますが、今後、各課の御

説明を冒頭さしていただきますが、事業項目が多

いこと等から、この新規・拡充を中心に、それに

主な事業という形で御説明をさしていただくこと

で御了解いただきたいと思います。 

 それでは、環境課の御説明をさせていただきま

すが、ウグイス色と申しますか、平成２７年度当

初予算概要をお開きいただきたいと思います。 

 まず、４１ページでございます。環境課の分で

ございますが、環境課におきましては、４１ペー

ジの上段でございますが、新規としまして一般廃

棄物処理基本計画策定事業という形で計上さして

いただいておりますが、これはごみ処理計画と生

活排水処理計画の見直し、あわせまして災害廃棄

物処理計画を加えた基本計画を作成しようとする

ものでございまして、これにつきましては２年間

かけて作成する予定でございまして、債務負担行

為も計上さしていただいているところでございま

す。 

 次の藺牟田池環境保全対策事業につきましては、

拡充しておりますが、この拡充分につきましては、

下の五つ目でございますが、ラムサール条約湿地

登録１０周年記念イベント補助金を計上さしてい

ただいたところでございます。平成１７年１１月

８日に登録をされてるところでございますが、本

年度１０周年を迎えるというようなこと等から環

境学習を含めたイベント等を計上さしていただい

たところでございます。 

 あけていただきまして、４２ページ上段でござ

いますが、最終処分場適正管理事業ということで

ございます。これも拡充でございます。今まで木

場茶屋の最終処分場の安定化に向けた部分で昭和

５０年（１０ページの発言により訂正済み）に埋

め立てを開始以来やってきておりますが、現在、

ガス発生に係る改善対策を今回やりたいというこ

とでございます。跡地の有効利用、これにつきま

して廃止までの暫定利用が可能であるというよう

な国・県の見解が示されたことから、今回ガス抜

き工事をさしていただきたいということで計上し

ております。 

 その下の下甑地域のし尿の島外搬出につきまし

ては、これは１２月の委員会の中でも若干報告さ

していただきましたが、平成５年に供用開始して

以来２２年が経過して、長期稼働による老朽化が

あるというようなこと等から川内汚泥再生処理セ

ンターのほうに搬入を行いたいというものでござ

いまして、平成２７年１０月から開始をしたいと

いうことで、それに係る予算を計上さしていただ

いております。 
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 次に、川内クリーンセンターでございますが、

川内クリーンセンターにつきましては、４３ペー

ジの一番下でございます。最終処分場再生事業と

いう事業を新たに計上さしていただいております。

これは、御案内のとおり最終処分場が埋め立て容

量があと１年弱となったところでございまして、

現在、市外、県外のほうに現年度分を搬出してい

るというような状況等がございます。そういうこ

と等から今回、今埋めて立てている処分場の焼却

灰等を持ち出して再生事業を行いたいということ

で、本年から取りかかることで計上さしていただ

いたところでございます。 

 以上が、環境課及び川内クリーンセンターの当

初予算の概要でございますが、予算の内容等につ

きましては、引き続き環境課長、川内クリーンセ

ンター所長がそれぞれ御説明をさしていただきた

いと思います。 

○委員長（永山伸一）それでは、引き続き当局

に補足説明を求めます。 

○環境課長（内田泰二）それでは、平成２７年

度当初予算の歳出について説明をさせていただき

ます。 

 予算調書の１１３ページをお開きください。上

段の災害救助費は、水害発生時の応援協定に基づ

く経費で、事業費は１１５万７,０００円です。バ

キューム車の借上料等が主なものでございます。 

 同じく、１１３ページ下段の狂犬病予防事務費

は、狂犬病予防に係る経費で、事業費は１１４万

９,０００円。畜犬管理システム保守点検委託が主

なものでございます。 

 次に、１１４ページの環境総務一般管理費は、

環境行政に係る経費で、事業費は１億３,６５０万

３,０００円でございます。職員給以外では、一般

廃棄物処理基本計画策定支援業務委託や衛生自治

団体連合会運営補助金が主なものでございます。 

 先ほど一般廃棄物処理基本計画策定支援業務に

つきまして、部長が説明いたしましたけれども、

簡単に今後のスケジュールを説明をさせていただ

きます。新年度になりましたら、業務委託契約を

結びまして、これまでの取り組み内容及び実績の

振り返り、評価等、それと計画の素案を開始いた

します。後半で計画の骨子案を作成し、年度末に

かけまして環境審議会、それと進捗状況等を議会

に報告をさせていただきます。年度が変わりまし

て平成２８年度になりましたら、骨子案によりま

してパブリックコメントを実施し、再度また議会

に報告。それとその後、計画書の作成に係る環境

審議会等を経まして、平成２９年３月の作成を予

定しております。 

 続きまして１１４ページの下段の環境保全対策

費でございます。これは、環境保全対策に係る経

費で、事業費は９６１万５,０００円でございます。

藺牟田池環境調査業務委託等や藺牟田池ラムサー

ル条約登録１０周年記念イベント補助金が主なも

のでごいます。ラムサールの１０周年記念イベン

トにつきましても部長のほうから先ほど説明ござ

いましたけれども、内容的には１１月８日が

１０周年に当たりますので、開催も１１月上旬の

土日いずれかを予定しております。中身のやり方

といたしましては、実行委員会を地区コミ、藺牟

田池愛好会、商工会、小・中学校、それと環境省

などのメンバーで実行委員会方式で取り組みたい

と考えております。中身的には１０周年記念のイ

ベントはオープニングと、あと、子どもラムサー

ルの報告、それと環境イベントといたしまして、

ボランティアクリーン作戦や観察会、外来魚釣り

大会、それと集客イベントといたしまして、環境

コンサートやリサイクル音楽など、その他で地元

の特産品販売などもできればと考えております。

詳細につきましては、この実行委員会のほうで決

定をさせていただきたいと考えております。 

 次に、１１５ページの地球温暖化対策費は、地

球温暖化対策に係る経費で、事業費は１５７万

２,０００円でございます。エネルギー管理システ

ム使用料が主なものでございます。 

 同じく、下段の花いっぱいまちづくり推進事業

費は、花いっぱいまちづくり推進事業に係る経費

で、事業費は６５４万４,０００円でございます。

快適環境づくり補助金が主なものでございます。

これも、先ほど部長のほうから説明ございました

けれども、今年度はこれまで地域のシンボル花壇

事業というのを地区コミを対象に実施しておりま

したけれども、これを拡充いたしまして、花の名

所づくり事業ということで、一定の広い休耕田、

空き地などを利用して花の名所づくりを行う事業

を組み入れてございます。 

 次に、１１６ページの公害対策費は、公害対策

に係る経費で、事業費は９０１万７,０００円で、
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環境調査業務等委託が主なものでございます。環

境調査の内容といたしましては、水質、悪臭、ダ

イオキシン、騒音、振動などの測定を委託するも

のでございます。 

 同じく下段の市営墓地管理費は、市営墓地の維

持 管 理 に 係る 経 費で 、事 業 費 は ２８ ６ 万

５,０００円でございます。川内・入来市営墓地等

管理代行委託が主なものでございます。 

 次に、１１７ページの葬斎場管理費は、葬斎場

の維持管理に係る経費で、事業費は５,１４８万

７,０００円です。川内葬斎場やすらぎ苑等管理代

行委託が主なものでございます。 

 同じく下段の清掃総務一般管理費は、廃棄物対

策に係る経費で、事業費は８６万５,０００円です。

川内汚泥再生処理センター対策委員会運営補助金

が主なものでございます。 

 次に、あけていただきまして１１８ページの不

法投棄対策費は、不法投棄対策に係る経費で、事

業費は３７万円でございます。 

 同じく下段の環境美化推進事業費は、環境美化

推進に係る経費で、事業費は４７３万７,０００円

でございます。環境美化推進員謝金が主なもので

ございます。 

 次に１１９ページの一般廃棄物処理費は、一般

廃棄物の処理に係る経費で、事業費は４１６万

８,０００円です。公設ステーション管理業務委託

が主なものでございます。 

 同じく下段の資源ごみ分別推進事業費は、資源

ごみ分別推進事業に係る経費で、事業費は

３,４７３万２,０００円です。地区コミ分別報償

金等とごみ減量再資源化補助金が主なものでござ

います。 

 次に、１２０ページの甑島クリーンセンター管

理費は、甑島クリーンセンターの維持管理に係る

経費で、事業費は２４６万６,０００円でございま

す。 

 同じく下段の最終処分場管理費は、最終処分場

の維持管理に係る経費で、事業費は４,８００万

８,０００円でございます。これは、木場茶屋最終

処分場跡地利用に係る調査業務委託等が主なもの

でございます。先ほど部長のほうから説明ありま

したけれども、業務内容といたしましては、暫定

利用するためにガスの発生分布調査。どこら辺り

からガスが出ているかという調査と、それとそれ

を見ましてガス抜き管を設置する。それとあと覆

土等を予定しておる事業でございます。 

 次に、１２１ページの上甑投入施設管理費は、

上甑し尿投入施設の維持管理に係る経費で、事業

費は１,０１０万２,０００円でございます。し

尿・浄化槽汚泥処理下水道使用料が主なものでご

ざいます。 

 同じく下段の下甑環境センター管理費は、下甑

環境センターの維持管理に係る経費で、事業費は

３,９８１万３,０００円でございます。同セン

ターの管理業務委託と、それと先ほどこれも部長

が説明いたしました島外搬出、下甑地域の浄化槽

汚泥の島外搬出の費用もここに入っております。 

 次に、１２２ページの汚泥再生処理センター施

設管理費は、同施設の維持管理に係る経費で、事

業費は３億１,９３３万４,０００円でございます。

同施設の維持管理運営委託等が主なものでござい

ます。 

 同じく下段の災害予防応急対策費は、共同墓地

の特別災害復旧補助に係る経費で、事業費は

２００万円でございます。 

 次に、１２３ページの現年公用・公共施設災害

復旧事業費は、風水害による廃棄物処理施設の災

害復旧に係る経費で、事業費は２００万円でござ

います。 

 続きまして、平成２７年度当初予算の歳入につ

いて説明をいたします。 

 予算調書の２３ページをお開きください。

１４款１項３目使用料の衛生使用料は、予算額

６２２万７,０００円で、葬斎場使用料（火葬料）、

斎場等施設使用料など８件でございます。 

 同じく２項３目手数料の衛生手数料は、予算額

２,２６４万１,０００円で、廃棄物処分手数料な

ど８件でございます。 

 次に、２４ページをお開きください。１６款

２項３目県補助金の衛生費補助金は、予算額

２７万４,０００円で、ウミガメ保護監視員設置費

補助金でございます。 

 次の、３項３目県委託金の衛生費委託金は、予

算額９万円で、権限移譲事務委託金でございます。 

 次の、１７款１項１目財産運用収入の財産貸付

収入は、予算額３万３,０００円で、し尿中継用地

貸付料等に係るものでございます。 

 次の、２項２目財産売払収入の物品売払収入は、
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予算額１,９６５万円で、資源ごみ売払収入及び炭

化物売払収入でございます。 

 次の、２１款５項４目雑入は、予算額１１８万

７,０００円で、火葬料実費徴収金など３件でござ

います。 

 続きまして、平成２７年度当初予算の債務負担

行為について説明いたします。 

 一般会計予算書の８ページをお開きください。 

第３表の下から２段目になります一般廃棄物処理

基本計画策定支援業務委託で、期間は平成２８年

度、限度額は３６１万円でございます。こちらも

先ほど部長が説明いたしました債務負担行為の設

定の理由といたしましては、現計画策定後の現状

分析や上位法との整合性を図るほか、災害廃棄物

基本計画編も策定するためでございます。 

 以上で、環境課分の平成２７年度当初予算の説

明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）お

はようございます。引き続きまして、川内クリー

ンセンターです。よろしくお願いいたします。 

 初めに、平成２７年度当初予算の歳出について

御説明いたします。 

 予算調書の１２４ページをお開きください。上

段の４款２項５目、事項、一般廃棄物処理費で、

これは、市内全域の一般廃棄物の収集運搬に係る

経費等で、事業費は３億３,２７１万１,０００円

でございます。経費の主なものは、市内全域の家

庭から出されるごみの収集運搬業務委託及び甑島

クリーンセンターの管理や可燃ごみ等の島外搬出

業務委託であります。 

 次は、同ページ下段の事項資源ごみ処理施設管

理費で、回収されたペットボトルやプラスチック

類等を減容するのに要する経費で事業費は

１,３４４万６,０００円であります。 

 次は、１２５ページでございます。事項は川内

クリーンセンター管理費で、川内クリーンセン

ターの管理運営及び施設の維持整備に係る経費で

あ り ま し て 、 事 業 費 は ５ 億 ２ , ０ ８ ０ 万

２,０００円でございます。経費の主な内容の焼却

施設維持補修等は、焼却炉内の耐火物補修などが、

主なものであります。運転管理業務委託等は、ク

リーンセンターの運転管理業務委託や、本年度か

らの継続事業であります焼却施設などの延命化を

目的とした、基幹改良事業実施に伴う支援業務委

託の経費などであります。また、川内クリーンセ

ンター地域振興補助金６３万円は、小倉・川底地

区に対する補助金であります。 

 次に、同ページ下段の事項、最終処分場管理費

で、クリーンセンターで発生する焼却灰の外部処

分に係る経費等でありまして、事業費は１億

１,７７９万１,０００円でございます。これは、

川内クリーンセンターの最終処分場の延命化を図

るため、現在発生します焼却灰や不燃残渣等につ

いて県外事業者へ処理委託する事業費及び先ほど

部長の概要説明でもありましたけれども、最終処

分場の再生を行うため、埋め立て物を運搬処分す

る委託経費であります。 

 続きまして、平成２７年度当初予算の歳入につ

いて説明をいたします。 

 予算調書の２５ページをお開きください。主な

ものだけを説明させていただきます。上から２段

目の１４款２項３目衛生手数料で、予算額

３,６３６万３,０００円、節は衛生手数料、廃棄

物処分手数料などで、クリーンセンターへ直接搬

入されたごみの処分手数料を計上しております。 

 次は、１５款２項３目国庫補助金、衛生費補助

金で予算額５００万円、節は保健衛生費補助金、

これは、循環型社会形成推進交付金で、施設の基

幹改良事業実施に伴う計画支援委託に係る交付金

を計上しております。 

 次は、１７款２項２目物品売払収入で、予算額

１,５０９万円、節は物品売払収入、これは資源ご

み売払収入でクリーンセンターに搬入された廃棄

物のうち、鉄、アルミ、紙など有価物として売却

できる資源ごみの売払収入分を計上してあります。 

 次は、２１款５項４目雑入で、予算額４９７万

２,０００円。節の主なものは、下のＰＥＴボトル

等有償入札拠出金で、これは法律に基づき指定さ

れた協会、日本容器包装リサイクル協会といいま

すけど、そちらのほうに処分委託をしております

が、協会の処理料に余剰金が出ることが予想され、

その余剰分を協会から市町村に配当されるもので、

平成２７年度は４００万円を予定しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。質疑ございませんか。 
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○委員（上野一誠）環境保全対策について、今

回、藺牟田池環境調査業務委託に約５００万。こ

の内容もうちょっと教えてくれませんか。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。 

５１０万３,０００円のことですかね。課長でい

いんですか、グループ長ですか。５１０万

３,０００円。 

○環境課長（内田泰二）藺牟田池の環境調査の

関係でございますけども、柳伐採－柳が生えて

おりますので、その伐採とか、あと外来魚の回収、

それと藺牟田池のビオトープの維持管理費それと

自然観察ガイドブックの作成、それと生態系の観

察、調査等でございます。 

○委員（上野一誠）環境調査となっているので、

具体的に何かこう調査をされるのだろうかという

思いがあって。今の話ではもう対策ですよね。だ

から、ほとんど外来種のどうこうというわずかな

部分なのかな。業務委託はと思うのだけど。 

○環境課長（内田泰二）定期的に水質の調査と

かも毎年やっておりますので、その部分も含まれ

ております。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）まあ藺牟田池がラムサール

条約を受けて１０周年ということになりましたね。

ラムサーム条約を受けた時の一つの地域の思いと

いうのは、非常にこの登録、指定を受けてかなり

皆さんよかったという思いが多かったと思うんで

すが。その１０年を振り返って、今回記念したや

っぱりそういう記念イベントをやろうとするわけ

ですね。そうしたときに、いわば薩摩川内市のこ

の本土方の観光という意味では、大きなくくりと

いうか、そういう場所に当たると思うんです。そ

うすると、あれはホテルも含めて一体的に自然と

いう意味からいうと、非常に景観のきれいなやは

り藺牟田池に当たると思うんですが。その中で

１０年を振り返ってみて、所管課としてラムサー

ル条約のこの指定を受けた中でこの１０年間の取

り組みというか、環境という意味では、何か感じ

るものがありますか。１０年来たからイベントを

やるということに当たって、１０年を我々はどう

－自然のものだからというのもあるんですけれ

ども。対応の仕方というのは、イベントをやるに

当たって、これでよかったのか、あるいはそうい

う検証とか、そういうのは何かありますか。 

○環境課長（内田泰二）藺牟田池につきまして

は、すぐれた観光地ということで認識はしており

ます。これラムサールに登録される以前から外来

魚の浸入とか、いろんな問題等ございまして、ラ

ムサール条約に登録された後は、そういったもの

を駆除しようという動きも現れております。指定

管理をお願いしておりますけれども、その中でも

指定管理以外で自主的な取り組みもいろいろとし

ていただいて。先月でございましたけれども、市

長のほうからその取り組みに対して表彰もさせて

いただいたところでございます。 

 それと、藺牟田池愛好会というのも組織されて

おりまして、ベッコウトンボの保護とか、そうい

った取り組み、それとあと先ほども言いましたけ

れども、ボランティア清掃の活動とか観察会とか、

これまでも特に１０周年に向けてという取り組み

ではございませんけれども、地道な活動はしてい

ただいていると思います。そのほか、私どもの事

業ではございませんけれども、藺牟田池の外輪山

登山とか、梅マラソンとか、そういったものも。

もちろん花火大会もございます。そういったもの

で藺牟田池の活用というのはこれまでもされてき

ているのではないかと考えておるところでござい

ます。 

 それと１０周年ということでございますので、

その事業の中でも、これまでの１０年を写真等で

ございますけれども、写真等で振り返り、また新

たな１０年に向けて、市民の皆様やおいでになる

方々に藺牟田池の大切さ、ラムサール条約に登録

されているんだよということをＰＲしていけたら

というようなふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（上野一誠）これは、意見、要望でいい

んですが。あそこの人たちは、いろんなそういう

愛好会とか、いろんな組織をつくってらっしゃっ

て、コミュニティもかかわっているんですけど。

そういう中で、トンボサミットという一つの全国

のそういう組織もあって、そこでトンボサミット

をしたり、いろんなものもやってらっしゃるんで

すが、やはり商工観光との関係もあると思うので

すけども。やはり観光という捉え方から－ちょ

っと所管課が－関連があるから語るんですが。

やっぱりこの施設も含めてやっぱり大いに生かす

必要があると思います。地方において非常に大き
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な財産というふうに思ってますので。そういうこ

とからすると、この今回のラムサール条約登録の

１０周年記念イベントというのが、広く、やっぱ

り地域だけじゃなくて薩摩川内全体の中で、市民

の皆さんが１０周年迎えたのかという、内外に発

信できる一つのイベントであってほしいというふ

うに思っておりますので。細々したものは指定管

理も含めてですけど。今後もやっぱりそういう環

境づくりというのは、十分努力をいただきたいと

いうのを意見として、要望として申し上げており

ます。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。 

○市民福祉部長（春田修一）意見ということで

ございましたが、私どもも今、議員おっしゃいま

すような形で考えております。環境サイドとして

は、観光ということは大きく出せませんが、環境

学習というのが大きな今後の流れになってくると

いうふうに考えておりますので、子どもたちも含

めましていろんな形で呼び込みをしながらラム

サールの重要性、あるいは環境の重要性という部

分を発信しながら、それが副次的に観光にもつな

がってくるような形に持っていきたいというふう

に考えております。 

 ただ、１０年経ちまして一つ課題と申しますか

－あるようでございます。それは、いろんな組

織があるところでございますが、高齢化が進んで

きております。そのようなこと等から今回、この

イベントを契機として、そういう組織のリニュー

アルと申しますか、部分も一緒に実行委員会つく

る中で、地元の盛り上がりもできるような、そう

いう組織体制もつくり、今後の活動につなげてい

けたらなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋口博文）あのクリーンセンターのあ

そこの対策会議です。今も実施されているんです

か。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）地

元対策会議といいまして、年に２回ほど開催して

おります。７月と２月に時期としては当たります。 

 以上です。 

○委員（橋口博文）これ、出てきたその内容は

どういうのがあったんですかね。 

○委員長（永山伸一）具体的な内容わかってま

すか。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）主

な内容としましては、私どものほうの、クリーン

センター運営をしております、その水質の結果で

あったり、ごみの焼却量であったり、その他の報

告を私どもの方からさしていただいております。

私どもの運営に係る報告をさしていただいて、そ

れに伴った御意見があれば、それをお伺いした形

でお答えをしていくという、そのような内容の委

員会でございます。 

○委員（橋口博文）今、あそこの運営に当たる

ための－その地域のこの環境整備ということで、

えらい出てくるんじゃないかと思うのですが。そ

れもこっちから言いますと、実は西回り高速道路

ができた関係で水引のインターを使って鹿児島に

行く人も多くあって。それを利用して来るのが

－広域農道を、城上－あっちから来る人が入

ってきて。ほいで今、川内のクリーンセンターの

手前に行く川底のあそこの交差点のところで、非

常に交差点が悪くて、危険性があるということや

らあったりして、あそこの整備をしてもらえんか

なと。出入りが悪くて。水路があったりして。車

は来るし、出てくるのに前に出れば困ったりして。

あそこの整備ができんもんかということを何回か

受けたもんだから。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）今

の委員のお話ですけれども、先ほど対策委員会の

話から入ってきたんですけれども。確かに対策委

員会の中で、地元からの要望はそういった形でも、

クリーンセンターと直接関係のしない、関係のな

い道路の補修であったり、そのような依頼もござ

います。それについては主管課、例えば道路改良

ですと建設維持課とか、大きな道路整備ですと建

設整備課とか、そこら辺がタイアップしてやって

おります。ことしの２月も今おっしゃるそこの工

事も何か出ていたような気がいたします。それで、

道路の状況にかかわることについては建設のほう

で対応しておりますので、私どもではもうどうも

できませんので、そういうふうに考えております。 

○委員（橋口博文）そういうことであれば、お

たくの場合は、そういう道路整備とかそういうの

は、建設整備課かあるいは建設維持課でするわけ

ですから、そういうところにやっぱり当たっても

らわないといかんな。こういう、地元からの環境

整備ということで。クリーンセンターはこれは受
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けてばっかりで、ちょっとでもよかようにしても

らわな、というのが地元の考え方ですから、やっ

ぱりそういうことを後押しをしてもらって。あそ

こがスムーズに行くようにしてもらったほうが、

地域の方も喜ばれるんじゃないかと思っておりま

す。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）ど

うもありがとうございます。貴重な御意見でござ

います。対策委員会におきましても要望が出ます。

２月も市長も同席しておりまして、そういうこと

については、やはりいろんなことで御負担をかけ

ている地元ですので、配慮としてはあるかと思い

ますので。御理解いただければありがたいです。 

○市民福祉部長（春田修一）対策委員会の中に

は、先ほど所長も言いましたように、建設部も農

林水産部も同席しております。そういうことで、

そういう地元からのいろんな要望等があった分に

ついては、可能な部分については対応をしていく

という形にしておりますので。今、委員のほうか

らあった部分については、また建設部のほうにも

つないでいきたいというふうに考えております。 

○委員（森永靖子）先ほどの上野委員のところ

の関連だったんですが。藺牟田池の外来魚対策、

外来魚回収のところで。川内ロータリーのほうで

一日親子で釣りをして相当数釣り上げてやってお

られるんですが。あれは独自のボランティアでや

っておられるんですか。それともここに対策とし

て外来魚回収等もこの中に含まれているようです

けど、そのあたりはどうなんでしょうか。 

○環境課長（内田泰二）指定管理者が独自でし

てる業務と、それとあと、外来魚の回収ボックス

を市で設置してそれに入れてもらう分とあります。

指定管理者がやっておる分は、アクアイムに入場

されて、料金を払って釣りざおを借りて、それを

使って釣られた場合は１匹１０円だったですかね、

１０円か幾らかのお金を払われるというようなふ

うになっているようでございます。 

 以上です。 

○委員（福田俊一郎）木場茶屋の最終処分場に

ついてお尋ねします。これまで長年の懸案であっ

て、当局の皆さんも大変御苦労をされているとこ

ろでありますし、また隈之城地区の地域の住民に

とっても大変関心のある事業であるわけですけれ

ども。先ほど春田部長のほうから平成５０年と言

われましたけれども、これは昭和５０年というこ

とだというふうに思うわけですが、長年間この事

業に対して積極的に取り組んできていただいてお

るわけですけれども。先ほど県からというふうに

おっしゃったか、ちょっと私も聞きそびれました

けれども、この処分場の跡利用についてはどのよ

うな使途があるか。どのような目的を持った利用

が可能なのか。その辺をちょっと具体的に示して

いただきたいのと、この処分場の面積をもう一回

確認をしたいということと。それからガスの濃度

分布の調査ということですが、これまで家の移転

等も実施してきておりますが、あとどの辺がガス

が出ているのか。それからガス抜き調査について

はこれまでやっておりますが、あそこの埋立地に

ついては分別前のごみがミックスされて入ってま

すので、水質等についても確認をさせていただき

たいと思います。 

 とりあえず以上、お願いします。 

○市民福祉部長（春田修一）先ほど私、平成

５０年と言ったみたいで、それにつきましては昭

和５０年でございます。修正させていただきたい

と思います。（４ページで訂正済み） 

 私のほうからは、今回、国・県等の考えと目的、

今考えている跡地利用の部分について御説明させ

ていただきます。その他につきましてはまた課長

並びに担当グループ長のほうから説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 今まで最終処分場の暫定利用につきましては、

県のほうがなかなか制度上難しいというようなこ

と等でずっと拒否がされておりました。一方、地

元等のほうからは対策委員会のほうで暫定利用が

できないのかというような話が出てまして。私ど

もも県と地道に交渉をしていたんですが、県のほ

うが国のほうに確認をとっていただきまして、跡

地利用も可というような方針が昨年示されました。

そのようなこと等から、ガス抜きを行いながら跡

地利用をしていきたいというふうに考えたところ

です。 

 跡地利用の目的は何かということでございます

が、現時点で考えておりますのは、太陽光発電を

できればということで考えているところでござい

ます。実は、本年度になりますと２９円に、そし

て６月になりますと２７円にというような部分等

がございます。ただ、市のほうとしてはそういう
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部分が見えておりましたので、新エネルギー対策

課と協議をして、ＩＤ取得というのがございまし

て、経済産業省のほうに申し出をすることによっ

て、言えば３２円の維持ができると。太陽光の発

電ができる制度がございます。そういうのをでき

ないかということで、とりあえず申請等を行って

いるところでございます。 

 ただ、なぜそれをしたかというと、売電単価が

下がってしまいますと－市が直接発電事業はし

ないというふうに考えておりまして、民間のほう

に貸し付けたいと。土地貸しをしたいというよう

な考え方でおります。そのためには、どうしても

売却収入が高い状況でなければいけないというよ

うなこと等からＩＤのお願いをしているところで

ございます。 

 そういうことで現在、今後ガス抜きをしながら

また土地貸しの募集等もかけながら、できるだけ

その３２円が生かせるような形でできればという

ふうに考えているところでございます。 

 あとの面積とかそういう部分につきましてはま

た担当課長のほうから説明させていただきます。 

○環境課長（内田泰二）それでは面積でござい

ます。まず、敷地面積が６万２,７４１平米でござ

います。このうち埋め立てをしてある部分が５万

９,４８４平米でございます。 

 それとガスの発生状況でございますけれども、

現在、６本のガス抜き管を設置してございまして、

週に何回かガス管に火をともしに－メタンガス

が出ておりますので、メタンガスのほうこれ無味

無臭でございますけれども、メタンガスが出てお

りますので、火をつけに行きますけれども、毎回

つくガス管というのは１本か２本しかないという

ようなふうで毎回報告は受けております。 

 それと、水質の関係でございますけれども、下

流側に水の検査をする箇所がありまして、そこで

毎月簡易検査と、あと年１回、全項目の検査をし

ております。その中で簡易検査につきましては、

ＢＯＤとかあとＳＳといって、濁りの検査、それ

と大腸菌などをやっておりますけれども。報告書

の中では、最近は基準値を超えている状況は聞い

たことはございません。 

 以上でございます。 

○委員（福田俊一郎）まず、部長の答弁をいた

だきました。この跡地利用については、太陽光発

電を整備してということで、大変有効利用ができ

ていいなと感心したところでありますけれども。

市ではしないということですけれども、この埋め

立て処分場が補助事業を利用して事業を行ってい

るため、市ではできないものか。あるいはまた別

の理由があって、市はもうこれを民間に貸し付け

てやるという方向なのか。サンアリーナ等も貸し

付けてやっておりますけれども、市も売電収入を

得る、そういう事業をやってもいいんじゃないか

なと。他の市町村でもそういう事業をやっている

ようですので、せっかくのものであれば市の、こ

れからの大きな財源の造成というか、確保になる

んじゃないかなというふうに思ったので、もう一

回ここを確認したいのと。それと、これは何年を

めどに－民間の事業者の方向性でいくんであれ

ば、民間の事業者の募集をされるおつもりかにつ

いてもお尋ねしておきたいと思います。 

 それと、ガス抜きの件につきましては６本。わ

かりました。水も異常はないということですね。

面積のほうもわかりました。 

 あと、埋め立て分が５万９,４８４平米というこ

とですが、最終覆土設計というのは今回の事業費

の中に入っていますけれども、この覆土はどこの

部分をどれぐらいの量でやるのか。あと、今の埋

め立て高の、どれぐらいの高さに埋めるのか、そ

この部分です。 

 先ほど部長に質問しました太陽光発電の事業所

の募集と重なるかもしれませんが、ここの最終的

な、ガスに火がつかなくなるまではなかなかでし

ょうけれども、事業期間が平成２７年というふう

にここには記載されてますので、この事業が終了

するのは平成２７年、来年度なのか、もうちょっ

とかかるのか、そこも明確にしておいていただけ

ればと思います。 

 以上です。 

○市民福祉部長（春田修一）お尋ねの件でござ

いますが、市としまして直営でということも考え

たところでございます。ただ、直営になりますと

初期投資がかかるというようなこと等で、長い目

で２０年間のリースとか２０年間の部分で考えま

すと利益は上がるんですが、初期投資がかなりか

かるというようなこと。それと、本市の場合でも、

民間が参入できる部分については民間が主導にな

ってやっていただいたほうがいいだろうというよ
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うな思いもございます。 

 そういうことで、初期投資がないということと、

土地貸しによる安定した収入確保が図られるとい

うようなこと等から、また、太陽光については私

どもも専門という分野がございませんので、メン

テとかそういう部分も含めますと、専門業者のほ

うがいいのではないかというような方向で考えた

ところでございます。 

 本市の場合で太陽光、災害時のということで、

総合グラウンドの部分については、市が直営とい

う形でやっておりますが、それ以外の部分につい

ては、屋根貸しというような形でやっております

ので、今回、土地についても同じような考え方を

させていただいたという部分でございます。 

 募集につきましては、いずれにしましてもガス

抜き工事をまず早く発注して、それと同時に、ま

ず終了届を県のほうに出して、その後、同時並行

的な形で募集をかけていきたいというふうに考え

ておりまして、本年度の前期、９月、１０月まで

にはできればというようなことでスケジュールは

考えているところでございます。先ほど言いまし

たＩＤのそれを生かすためにも逆算しながら、的

確な形で対応していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 それぞれの質問につきましては課長のほうで答

弁させていただきます。 

○環境課長（内田泰二）覆土の関係でございま

す。現在、現地を見ていただければわかろうかと

思うんですけれども、大体フラットな形をしてお

ります。新幹線の覆土も以前入れておりますので、

それもずっと下に入っておりますけれども、若干

斜めというか、スロープができてる部分やらあり

ますので、最終的にはそこも含めまして５０セン

チ盛り土をする予定でございます。 

 それと、終了年度につきましては、当初２年間

で事業を進めようということで考えておりました

けれども、太陽光の後の関係もございまして、平

成２７年度でガスの分布調査、ガス抜き管の設置、

それと周りの排水処理、そういったものも平成

２７年度中で終わらす予定にしております。 

 以上でございます。 

○委員（福田俊一郎）よくわかりました。ことし

の９月、１０月に募集をかけるということであれ

ば、ほぼ方針も固まって、今さらながら市のほう

で直営でやったらという提案もなかなかできませ

んでしょうけど。財政課も来ておられる中で、今

後、合算算定から一本算定で大変厳しい状況の中

で、どこかで財源を見つけないかんということで、

６ヘクタールに太陽光発電のメガ級のやつをつく

れば相当売電収入も入って財源があったんではな

いかなと、感想だけ申し上げたいと思います。 

 先ほど課長のほうから最終覆土の高さ、盛り土

が５０センチということでしたけれども、太陽光

発電を整備する中で、その中はいろんなものが入

ってますけれども。太陽光発電でそんなに高さは

要らんのですが。ただ、中に基礎を打つ中で

５０センチでも大丈夫なのかなというそこにちょ

っと不安があったところです。そこはまたいろい

ろと対応していただければということで、これは

終わりたいと思います。 

 あと１点、川内クリーンセンターの関係でした

けれども、最終処分場の延命化事業について、も

うあと１年ということで。３,５００トン大体年間

発生量がありますけれども。あといわゆる

３,５００トン分を１年間残ってると。その部分が

残ってるというふうな確認をしたいんですが。そ

れと国の交付金を使うために今回、延命化という

ことで、終了事業が２０年以上というような計画

のようでありますけれども、そうしますと、事業

スケジュールを見ると平成３１年ということであ

れば、この延命化事業については平成５１年とい

うふうに捉えたらいいのか。そこをちょっと御説

明をしていただきたいのと。掘り起こして分別し

て県外事業者のほうへ一つは運搬処分をするとい

うことで、県外事業者はどこなのか。県外事業所

ですね。そこをちょっと教えておいていただきた

いと思います。それからこれセメントにして、こ

れは福島のほうへ持っていくんですかね。これ、

コンクリート化して。その辺もちょっと具体的な

説明もいただきたいと思います。 

○川内クリーンセンター所長（若松幸記）今、

委員は恐らく前年の委員会資料のほうを拝見され

ていると思うんですけれども。平成２７年度事業

につきましては、当初このような形で－前回の

委員会の段階で、方向性を模索しておりまして、

このときお話をしたんですけれども。今年度どの

ような事業の展開がいいのかということで、業務

委託をしました。 
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 その結果、この手法も踏まえて検討をした結果、

先ほど申しましたけれども、今発生している焼却

灰については全量を県外の処分場に持っていって

るんですけれども、そういう形で対応ができるの

であれば、そちらのほうが安価であって非常に安

定的であるという報告をいただきました。それに

伴いまして環境課サイドのほうで協議を、幾つか

のパターンを検討しまして協議をいたしました。

その結果、先ほど申しましたとおり、現段階では、

最終処分場のほうへの埋め立てというふうな考え

でおります。セメント資源化ではなくて、最終処

分場への埋め立てというふうに考えております。 

○委員長（永山伸一）ちょっと話が見えないん

だけど－部長の方でよろしければ。 

○市民福祉部長（春田修一）今、所長のちょっ

と補足になりますが、前回のときにはセメント資

源化という形で検討を、循環型社会の交付金をい

ただきながらということで考えておりました。 

 ただ、実際これを詳しく見てみますと、補助金

が、想定していた掘り起こしから運搬まで、そし

てセメント資源化まで全体の部分が対象になって

交付金として落ちてくるだろうというふうに考え

ていましたが、そこの部分がセメント資源化に係

る部分だけの３分の１補助というようなこと等が

わかりまして。そうしたときに、経費的な、財政

的な部分等も含めまして、あるいは施設にかかる

負荷、住民にかかる負荷とかいろんなことを検討

した結果、最終的には今ある掘り起こした部分を、

保っている部分については掘り起こしてそっくり

そのまま他の最終処分場、受け入れていただける

他の最終処分場のほうに持っていこうというよう

な形で、再生事業を行おうというふうに考えたと

ころです。 

 それで、空になった時点で、現在あるシートは

平成７年、つくる前の基準でございましたので、

それを今の基準に置きかえた形でシートの張りか

えをして、新しい基準の中で整備をして再利用と

いう形で考えたところでございます。 

 この期間が幾らかかるかということにつきまし

ては、本年度当初予算で５,０００万ほど計上させ

ていただいておりますが、その進捗状況を見なが

ら、あるいはまた財政状況を見ながらやっていき

たいというふうに考えているところでございます。 

 それと２０年という話が出ましたが、これにつ

いては、平成２８年、平成２９年、平成３０年で

基幹改良工事をしまして、そして平成３１年から、

予定としましては２０年間延命化を図るというこ

とで、焼却炉の整備をして延命化を図っていきた

いということでは考えているところです。ですか

ら、片方は、施設整備をしながら施設延命化を図

り、満杯となりつつある最終処分場については、

他の最終処分場のほうに移して、そして新たな処

分場の整備を図っていこうと。そうしたほうが新

たに施設をつくるよりも安価でできるということ

等がはっきりしてきましたので、市としてはそう

いう形で地元ともお話をしながら進めていきたい

というふうに考えているところでございます。 

○環境課長（内田泰二）それと搬出先でござい

ますけれども、現在、川内クリーンセンターで発

生しております焼却灰につきましては、大分県中

津市の、会社名で言いますと、大和という産業廃

棄物管理型の最終処分場のほうに搬出しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員からありませんか。 

○議員（成川幸太郎）一つだけ。花いっぱいま

ちづくり推進事業についてお伺いしたいと思うん

ですが。今、ここの中にいろんな事業を考えてあ

るんですが、今のままをずっと継続されるんでし

ょうか。 

○環境課長（内田泰二）昨年度と変更した点、

先ほど説明させていただきましたけれども、地区

のシンボル花壇というのを昨年度までやっており

ましたけれども、この分を花の名所づくりという

ようなふうで変更しておりまして、あとの分につ

きましては、快適環境づくり補助金の取り扱いに

ついては昨年度と同じでございます。 

 ただ一点、実績払いの形になっておるもんです

から、一老人会等の方から、できれば前金でもら

えないかという相談を受けまして、そこの部分を、

実績のある方につきましては前金払いもできるよ

うなふうで変更しております。 

 以上です。 

○議員（成川幸太郎）２回しかできませんから

大変なんですけども。この花の名所づくり事業と
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いうのをやられるということですが、場所とか、

名所をつくるんであれば、春に的を置くのか秋に

置くのか。やっぱり大きな核になる名所をつくっ

て、地域が協力するという形をとらないと、今の

ままだとどこにかちょろちょろと花が植えてる。

あ、ここにあった、ここにあったということで。

花いっぱいというイメージが全く出てこないよう

な気がするんですけども、いかがでしょうか。 

○環境課長（内田泰二）私どもが当初想定して

おりましたのは、地元の地区コミなり自治会なり、

地域の方で地域の名所づくりということでやって

いただくことを想定しておりますので。まとまっ

た土地で大規模－大規模という表現がどうかと

いうところはありますけれども、そういった取り

組みとはまた若干違うところは御理解ください。 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査に入

ります。説明をお願いします。 

○環境課長（内田泰二）続きまして、環境課分

の所管事務の説明をさせていただきます。 

 市民福祉委員会資料の６ページをお開きくださ

い。平成２６年度指定管理者管理運営評価表につ

いての説明でございます。先月２５日に開催され

ました議員全員協議会におきまして、財産活用推

進課が指定管理導入施設の平成２７年度更新作業

等について説明をしたところでございますけれど

も、更新作業に先立ちまして、平成２６年度、今

年度指定管理者管理運営評価を行いましたので、

環境課分のその評価結果を報告させていただきま

す。 

 ①の施設及び管理者の概要でございますけれど

も、施設名は川内葬斎場やすらぎ苑で、指定管理

者は誠建設でございます。指定管理期間は平成

２３年４月から平成２８年３月末まででございま

す。②の評価実施状況は、昨年の１１月５日に地

元代表１名、利用者代表２名、市民福祉部長、市

民課長、財産活用推進課長の６名からなる指定管

理評価委員会において実施しております。個別の

配点等については、採点結果表に記載してあると

おりでございます。合計点の６００点に対しまし

て、ここの施設の場合は４０２点となっておりま

す。評価結果につきましては総合評価によりまし

て、おおむね適正であると認められるとの結果で

ございました。 

 次に８ページをお開きください。８ページの施

設は、川内芸ノ尾第１墓地並びに第２墓地及び入

来向山墓地で、指定管理者は同じく誠建設でござ

います。指定期間は平成２８年３月まででござい

ます。評価は、先ほどと同日に同じメンバーで開

催しております。採点結果は６００点に対しまし

て３８４点で、総合評価により、おおむね適正で

あると認められるとの結果となっております。 

 次に１０ページをお開きください。施設名は薩

摩川内市上甑島葬斎場で、指定管理者は里葬祭で

ございます。管理期間は平成２８年３月末までで

ございます。昨年の１１月１０日に地元代表１名、

利用者代表２名、あとは同じメンバーで評価委員

会を実施しております。採点結果は６００点に対

しまして４１４点でございました。おおむね適正

であると認められるとの結果が出ております。 

 次に１２ページをお開きください。１２ページ

の施設名は里薗上墓地、里薗下墓地、里観農墓地、

里寺山墓地で、指定管理者は水建システム有限会

社でございます。指定期間は平成２８年３月末ま

ででございます。評価は、同じく１１月１０日に

地元代表と利用者代表２名、あとは同じメンバー

で評価委員会を実施しております。採点結果は

６００点満点に対しまして４４６点で、おおむね

適正であると認められるとの結果が出ております。 

 次に１４ページをお開きください。施設名は薩

摩川内市下甑葬斎場で、指定管理者は西葬儀社で

ございます。指定管理期間は平成２８年３月末ま

ででございます。実施状況は、昨年１１月１１日

に地元代表１名、利用者代表２名、以下市民福祉

部長ほかメンバーで６名からなる委員会において

実施しております。採点結果は６００点満点に対

しまして４３６点でございました。評価結果はお

おむね適正であると認められるとの結果となって

おります。 

 次に１６ページをお開きください。施設名は薩

摩川内市鹿島葬斎場で、指定管理者は鹿島地区コ

ミュニティ協議会でございます。指定管理期間は

平成２８年３月末まででございます。実施状況は、

１１月１１日に地元１名、利用者代表２名、あと
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メンバーは同じで評価管理委員会を実施しており

ます。採点結果は６００点に対しまして４５６点

で、すぐれていると認められるとの結果となって

おります。 

 以上が指定管理者運営評価表の説明でございま

した。 

 それと、お手元に資料は配付してございません

が、１件口頭で説明をさせていただきます。 

 指定ごみ袋の価格の変更でございます。現在、

市民の皆様方に使っていただいております指定ご

み袋の販売につきましては、衛生自治団体連合会

と協定書を取り交わし、ごみ袋の仕入れから販売、

配達、料金の徴収など全ての業務をお願いしてお

ります。２月６日に衛生自治団体連合会で平成

２７年度分の指定ごみ袋の入札が行われましたが、

円安それと過去の６カ月前の原油高、あと労務単

価や輸送費の上昇等が原因かと思われますが、不

調となっております。それで、このままの価格設

定では、ごみ袋の販売に必要な経費を確保するこ

とが困難な状況となったために、衛生自治団体連

合会において再三にわたる審議を重ねられた結果、

小売価格の変更は避けられないとの結論に達せら

れ、市に対して指定ごみ袋の値上げについての協

議依頼があったところでございます。 

 値上げ幅につきましては、可燃袋の大、中、小

とございますけれども、大が３１０円、中が

２５０円、小が２１０円。これが現在の価格でご

ざいますけれども、それが今現在、１袋に２０枚

ずつ入っておりますけれども、これを１５枚入り

に変更し、価格は先ほど言いました３１０円、

２５０円、２１０円というようなふうでお話をい

ただいております。 

 それとまた、赤色の不燃ごみ袋がございますけ

れども、大と中、２１０円と１６０円がございま

す。これは１０枚入りでございますけれども、こ

ちらにおきましては価格の変更はないということ

でございます。なお、実施時期は本年６月を予定

しておるところと聞いております。 

 以上で環境課の説明を終わります。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし

た。これを含めて所管事務全般について質疑に入

ります。御質疑願います。 

○委員（森満 晃）済みません。まず、指定管

理評価についてお尋ねします。 

 まず、評価実施状況において、評価委員の中に

地元代表者が１名と利用者代表が２名、この違い

と選考方法を教えてください。 

○環境課長（内田泰二）地元代表者につきまし

ては、コミュニティ協議会のほうに推薦をしてい

ただいております。それと利用者代表につきまし

ては支所のほうに、それぞれの支所の地域振興課

のほうにお願いして代表者を推薦をしていただい

ております。 

 以上でございます。 

○委員（森満 晃）幾つかの部分で大体、ほと

んどおおむね適正ということで。大体６人の採点

で大体６点、７点ぐらいなのかなと。採点の基準

はここに評価項目が書いてあるんですけども、も

う少し高い部分もあってもいいのかなと。大体ほ

とんどが６点、７点の４２点、４４点という部分

なんですけれども、その何か基準はあるんですか。 

○環境課長（内田泰二）この評価委員会の資料

につきましては、財産活用推進課が示した資料を

使っております。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

○議員（成川幸太郎）今、指定ごみ袋の値上げ

が言われたんですけども、いろいろうわさに聞く

と、衛自連に相当利益利用があるんじゃないかと

いうことも聞くんですが。実際にその中で吸収で

きるようなものじゃなかったのか。衛自連がどう

いう決算内容であるのかわかっていれば教えてく

ださい。 

○環境課長（内田泰二）指定ごみ袋の特別会計

をつくってやっておられます。衛自連のほうです

ね。今回入札をしまして、昨年度の仕入れ価格か

ら言うと相当な上昇がございまして、年間の仕入

れの注文をとって配達をしてというような作業し

ておりますけれども、そこにかかる経費が年間

１,０００万程度かかるところでございます。今回、

当初で入札して落札できなかった金額でそのまま

販売いたしますと、金額で申しますと６１８万円、

そのままのことしの額と同じ販売額でいくと
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６１８万円ということで、最低限の人件費も賄う

ことができないような状況となっております。 

 以上でございます。 

○議員（成川幸太郎）細かい内容はわかりませ

んけども、これまで相当衛自連は利益を出してき

たというような話も聞いてましたので。そういっ

たものが適正に、恐らく衛自連ももうける必要は

ないんだと思いますけども、そういった市民から

の批判を買うようなことのないように運営よろし

くお願いします。 

○市民福祉部長（春田修一）衛自連の場合につ

きましては、各地区コミ等から推薦された方々が

評議員となられまして毎年１回決算をしておりま

す。それと衛自連のこのごみの部分については特

別会計を設けてまして、全てその特別会計の中で

処理するというような状況がございます。議員お

っしゃいますように、一番多いときでごみ袋の収

益が３,０００万に近い部分が上がった時期もござ

いましたが、本年度につきましてはもうそれが半

分以下、かつ、今回入札をした中ではその収益も

出らずに、通常ベースでしたとしても赤字が出る

というような状況等があって今回改正をされたと

ころでございます。 

 ただ、この収益が出た部分は何に使っているか

と言いますと、地区コミの方々への交付金という

形で、環境美化に使っていただくための交付金と

か、あるいは不法ごみの収集とかいう形で。衛自

連内部でのという話ではなくて、ごみの収集と分

別、不法投棄とかそういう部分も含めた環境美化

のほうに収益の部分は使われておりますので、今

度の総会等でもじっくりそのあたりを説明してい

ただくように衛自連とも協議をしてまいたいと思

っております。 

［「協議会にしてください」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）協議会ですか。じゃ、協

議会にします。 

～～～～～～～～～～ 

        午前１１時２９分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時３１分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）本会議に戻します。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

 ここで休憩します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時３２分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時３２分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）では、休憩前に引き続き

会議を開きます。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、市民課の審査を行

います。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）先ほど審査を一時中止し

ておりました議案第３９号平成２７年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、市民福祉部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、予算概

要の４０ページをお開きいただきたいと思います。

個人番号事業ということで、新規事業を計上させ

ていただいております。これにつきましては、社

会保障・税番号制度の効率性、透明性を高めるた

めに、平成２７年１０月から全国民に対しまして

個人番号が通知されまして、平成２８年、来年の

１月から希望者に個人番号カードの交付が始まる

ところでございまして、それらに係りますシステ

ム改修あるいは交付体制確立等の経費を計上させ

ていただいたところでございます。 

 以上でございますが、予算の詳細につきまして

は、引き続き市民課長のほうで説明をさせていた

だきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）引き続き当局に補足説明

を求めます。 

○市民課長（榊 順一）市民課でございます。

よろしくお願いいたします。 

 議案第３９号平成２７年度薩摩川内市一般会計

予算、市民課分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたします。 

予算調書の１１０ページをお開きください。上

段に記載しています事項、市民政策調整費は、一

般職給与費及び市民福祉部全体に係る経費１億

５６０万９,０００円で、主なものは、行政事務嘱
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託員５人の報酬等の経費と一般職６人の人件費、

部内の臨時職員雇い上げに係る賃金でございます。 

 次に下段の事項、市民相談事務費は、市民相談、

消費生活相談及び人権対策に係る経費４９６万

２,０００円で、主なものは、消費生活相談員１人

に係る報酬等の経費、人権問題に関する事項を調

査、審議する事務を担任する人権対策事業審議会

委員１３人の報酬等の経費、県弁護士会に委託し

て行う無料法律相談業務委託と、消費者月間に行

う消費者番組をＦＭさつませんだいに委託するも

のでございます。川内人権擁護委員協議会負担金、

それから人権擁護委員で組織する協議会へ人権擁

護に関する経費を負担するものでございます。 

 次に１１１ページをお開きください。上段、事

項、交通災害共済事業費は、交通災害共済事業に

係る経費１,３７７万７,０００円で、この事業は、

鹿児島県市町村総合事務組合に加入し、事務組合

において運営されているもので、主なものは、加

入者から納付された交通災害共済掛金を負担金と

して、鹿児島県市町村交通災害共済給付事業負担

金として支払うものでございます。 

 同じく下段、事項、戸籍住民基本台帳費は、戸

籍住民基本台帳事務等に係る経費２億３,４６０万

７,０００円で、主なものは、行政事務嘱託員

１５人の報酬等の経費、それから戸籍住民基本台

帳事務に従事する一般職２５人の人件費、戸籍・

証明書発行システム機器保守委託等は、戸籍及び

証明書発行システムの保守料等となっております。

鹿児島地方法務局川内支局管内戸籍住民基本台帳

事務協議会負担金、それから、九州連合戸籍住民

基本台帳事務協議会総会負担金は、総会及び研修

会の参加に係る負担金となっております。 

 次に１１２ページをお開きください。上段、事

項、住民基本台帳ネットワークシステム事業費は、

証明書等コンビニ交付事務、住民基本台帳に関す

る事務処理及び国の行政機関に対する本人確認情

報の提供を行うための住民基本台帳ネットワーク

システムに係る経費２,６２５万５,０００円で、

主なものは、住基ネットワーク及びコンビニ交付

関連機器の保守料やコンビニ交付委託手数料。そ

れからコンビニ交付運営負担金は、コンビニ交付

における証明書交付センターへの運営に係る加入

市町村の負担金となっております。 

 同じく下段の事項、個人番号事業費でございま

すけれども、部長のほうからも冒頭説明がありま

した新規事業となっております。個人番号カード

交付等に係る経費５,９００万１,０００円で、主

なものは、行政事務嘱託員に係る報酬等の経費、

臨時職員雇上料、個人番号カード関連事務委託等

で、これについては、通知カード・交付申請書作

成、発送、交付申請書の受け付け・内容審査、個

人番号カードの発行等に係る業務について、地方

公共団体情報システム機構に一括委任するもの、

また、コンビニ交付利用のためのシステム改修に

係る委託料となっております。 

 個人番号カード等については、委員会資料で御

説明をしたいと思いますので、委員会資料の

４ページをお開きください。資料により個人番号

カード等について説明いたします。 

 社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成

２８年１月からは全国共通様式の個人番号カード

が導入され、住民票を有する全ての市民に１２桁

の個人番号が、平成２７年１０月から通知カード

により通知されることになっております。希望す

る者は、個人番号カードの交付が受けられるとい

う仕組みになっております。 

 住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事

項に個人番号が追加され、基本４情報の氏名、住

所、生年月日、性別と、住民票コード等とあわせ

て住基ネットで取り扱う本人確認情報の一つとし

て位置づけられました。 

 個人番号カードへの移行に伴い、現在の住民基

本台帳カードの新規発行については平成２７年

１２月までとなり、紛失、ふぐあい等による再発

行及び交換もできなくなります。なお、有効期限

が平成２８年１月以降の住基カードについては有

効期限まで使用できますが、住基カードは個人番

号カードの取得の際に回収し、廃止しますので、

両方を持つことはできないということになってお

ります。 

 次に、１、個人番号カードの概要ですけれども、

個人番号カードは、プラスチック製で現在の住基

カードと同じ寸法になります。カードのデザイン

案を記載しておりますけれども、表面には氏名や

住所、生年月日、性別に加えて顔写真が掲載をさ

れます。裏面には個人番号と氏名、生年月日、電

子証明書の有効期限、市役所の住所が記載される

予定でございます。これらの情報がＩＣチップに
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データとして記録されることになります。個人番

号カードの有効期限は、二十歳以上は発行日から

１０回目の誕生日まで、二十歳未満は５回目の誕

生日までとなっております。 

 交付手数料は、普及促進のため、国では、初回

の申請に限り無料となるよう調整されているとこ

ろでございます。個人番号カードは公的個人認証

アプリケーションが標準装備されることになって

おります。１５歳未満の者または成年被後見人に

ついては署名用の電子証明書は実印に相当するた

め発行されないということになっておりまして、

利用者証明用の電子証明書のみの発行となります。 

 次に、２の通知カードの概要ですが、平成

２７年１０月から住民登録地へ世帯ごとに郵送さ

れます。通知カードは紙製となっておりまして、

個人番号、生年月日、性別、氏名、住所が記載さ

れ顔写真はついておりません。個人番号カードを

取得されるまでの間、このカードで個人番号を確

認することになります。 

 資料はもう５ページのほうに入っておりますけ

れども、個人番号カードを取得されるまでの間使

えるわけですが、個人番号カードを取得した際に、

この通知カードについては返納するというふうな

ことになっております。 

 次に、３の個人番号カードの申請方法等ですが、

通知カードとともに個人番号カード交付申請書が

同封されて送ってまいりますので、カードの交付

を希望する方は申請書に顔写真を添えて郵送して

いくことになります。 

 次に、４の個人番号カードの交付（受領）方法

等ですが、個人番号カードの交付業務は市町村が

行うこととなっているため、本庁市民課及び各支

所地域振興課での交付を予定しているところでご

ざいます。申請者はカードを受け取る際に一度だ

け市町村の窓口へ出向くシステムになっておりま

す。でき上がった個人番号カードを受領する際に、

顔写真つきの公的身分証明書等で本人確認をして

渡すことになります。また受領の際には、申請者

御自身に暗証番号を入力していただくことになり

ます。図には、市民が個人番号カードを申請して

受領するまでの流れを示してございます。個人番

号カードの交付については、下のほうに業務フ

ローがございますけれども、個人番号カードのみ

交付される方と、住基カードを所持していて個人

番号カードを交付する方とありますので、若干そ

の業務の流れが異なってまいります。交付窓口を

どのようにするかなど詳細については今後、さら

に検討していきたいというふうに考えております。 

 個人番号カードの交付に関しましては、まだま

だ多くの課題を抱えておりますので、事務処理の

効率化を図りつつ、国・県の情報収集や関係課等

との早目早目の検討を進め、システム改修への対

応それから交付体制の確立を行い、正確・迅速な

業務を遂行していきたいというふうに考えており

ます。 

 以上で個人番号カード等についての説明を終わ

り、次に歳入について御説明を申し上げます。 

予算調書の２１ページをお開きください。それ

ぞれの項目について説明いたします。１４款２項

１ 目 手 数 料 、 総 務 手 数 料 は ４ , ６ ２ ８ 万

３,０００円。本庁、支所等の窓口及びコンビニエ

ンスストア等で交付する戸籍謄抄本、住民票等の

交付手数料でございます。 

 １５款２項１目国庫補助金、個人番号カード交

付事業費補助金３,４２０万９,０００円は、個人

番号カード交付事務で、地方公共団体情報システ

ム機構に委任する事務に充てるものでございます。 

 １５款３項１目国庫委託金、戸籍住民基本台帳

費委託金１７万３,０００円は、中長期在留外国人

に対する居住地届出等事務委託金でございます。 

 １６款２項１目県補助金、総務管理費補助金

６９万３,０００円は、県消費者行政活性化事業補

助金となっております。 

 １６款３項１目県委託金、総務管理費委託金

１６万６,０００円は、地域人権啓発活動活性化事

業委託金で、それからその下の戸籍住民基本台帳

費委託金は、人口動態事務委託金と公的個人認証

事務委託金となっております。 

 １７款１項２目財産運用収入、利子及び配当金

５万５,０００円は、医療福祉対策基金から生ずる

利子収入でございます。 

 １９款１項１８目基金繰入金、医療福祉対策基

金繰入金４,２３３万６,０００円は、市民健康課

が所管する地域医療対策費に充当するため取り崩

すものでございます。 

 ２１款５項４目雑入１,５１３万９,０００円は、

県市町村交通災害共済会費収入が主なものとなっ

ております。 
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 以上で、市民課に関する説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）当局の説明が終わりまし

た。これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（福田俊一郎）個人番号制度なんですけ

れども。本会議の中でもちょっとお尋ねしました

けれども、法定受託事務ですから当然国が財源や

責任を持ってやっていただくんですけれども、交

付税措置についてはまだ確認ができとらんという

ことでしたが。この自治事務でやっておった住基

カードの事務はこれ一切なくなるというふうに思

っていいんですか。もう全てこの個人番号カード

制度に変わってしまうということで認識しておっ

ていいのか、そこだけをお聞きしたい。 

○市民課長（榊 順一）住基カードにつきまし

ては、先ほど説明もいたしましたけれども、本年

の１２月をもって新規発行とかいろんなふぐあい

があったときの取りかえとかそんなのができなく

なります。ただ、有効期限が１０年間ございます

ので、その１０年間は我々の仕事がまだ残るとい

うことになります。 

○委員（森永靖子）コンビニで交付するいろん

なもので、何かコンビニのところとか住民からの

いろんな苦情とかは届いておりませんか。 

○市民課長（榊 順一）コンビニからの苦情と

か市民からの苦情なんですけれども、特に大きな

苦情はないんですけれども、利用者がコンビニに

行かれまして利用する際に、例えば途中で通信が

できなくなったりとかいうものは、ふぐあいとし

ては、たまにあるようでございますし、紙詰まり

があったりとか、それから用紙が入ってなかった

りする場合もあって。それらについては、コンビ

ニ事業者のほうで対応するというふうになってお

りますので、そのようにしていただいているとこ

ろです。そういった苦情等が数件はございます。 

○委員（森永靖子）買い物に立ち寄っておりま

したら、コンビニのほうも忙しくしておられる中

で、高齢者の方が－高齢でもなかったんでしょ

うけど、取りに来られて。なかなか自分でやり方

がわからないということで、コンビニの方を呼ば

れて、忙しいながらも走ってこられたんですが、

なんか見てて本当に大変なようで。前のほうにや

っぱり、１、何々とか、次は何というふうに、あ

れに出てくるところを押していけばわかるんでし

ょうけど。それがなかなかできない方もいっぱい

おられて。やり方、方法などを書いてくださって

あれば自分たちでできるんだけどなあという声が

ありました。そこのお店の中でそれは気づいたん

ですが。あと、集会をしてる中でそういう話が

２件出ました。私もそれを感じて、自分でも本当

にそうかなと思って行って取ってみたんですが、

やっぱりなかなか難しいです。それができるよう

であれば、やり方、進め方を書いていただいてれ

ば、お店の方も大変でしょうけど、手を煩わせな

いで済むのかなと思ったりしますけど、どうなん

でしょうか。 

○市民課長（榊 順一）コンビニ交付での使い

方、やり方なんですけど、ちょうどコンビニ交付

が始まりましたときには、広報紙のほうに折り込

みを入れまして、使い方の解説をした図を入れて

おりました。それをお持ちであればいいんですけ

れどもなかなか、もう年数もたってまいりました

ので、現在は窓口のほうで新規に住基カードをつ

くられる方々については、そういったチラシを配

布して使えるようにしているところなんですけれ

ども。まだまだ市民の方に利用していただくため

には、やっぱり使い勝手をわかっていただいてと

いうことになると思いますので、私どもも何らか

の形でまたそこのところについては検討をしてい

きたいと思います。また、個人番号カードになり

ましても、多分同じようなことをやっていかなき

ゃいけませんので、番号制度の周知とかという中

で再度また検討していきたいと思います。 

○委員（森永靖子）やり方、方法を配布してあ

るのでということですけども、それをわざわざ持

ち込んでそれを見ながら順番にやる人はいないと

思いますので。何項目もありませんので、前のほ

うにでも、順番に、次は何々というのをぜひ書い

てほしいというのが市民の要望でした。ぜひその

ようにお願いしたいと思います。 

○委員長（永山伸一）要望であります。お願い

します。ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に委員外議員からございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第３９号に係る審査を一時中止しま
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す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に所管事務調査を行い

ます。当局から説明がありますか。 

○市民課長（榊 順一）特にございません。 

○委員長（永山伸一）では、所管事務全般につ

いて、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員からはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

 ここで休憩します。 

再開はおおむね１３時といたします。 

         ～～～～～～～～～～ 

         午前１１時５６分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後 １時   開議 

         ～～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（永山伸一）次に、市民健康課の審査

を行います。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）先ほど審査を一時審査を

中止しておりました議案第３９号平成２７年度薩

摩川内市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、市民健

康課の当初予算の概要について、御説明させてい

ただきます。 

 当初予算概要の４４ページをお開きいただきた

いと思います。市民健康課です。救急医療体制支

援事業ということで、今回拡充をいたしておりま

す。その拡充した部分につきましては、事業概要

の一番下の丸のところでございます。高度医療機

器整備補助金ということでございます。これにつ

きましては、市内の２次救急医療機関でございま

す川内市医師会病院に対しまして、高度医療機器

の更新に係る費用の一部を今回補助するという部

分でございまして、事業費の２分の１を要綱に基

づきまして計上させていただいたところでござい

ます。 

 次に、４５ページでございます。４５ページの

２段目で、中段でございます。甑島地域診療所医

療従事者等確保事業、これも拡充でございます。

甑島地域におきます医療福祉専門職の確保のため、

奨学金を貸与するものでございますが、特に直営

の診療所におきましては、慢性的な看護師不足と

いうような状況等がございます。そういうこと等

から、今回奨学金を、今まで５万円でございまし

たが、１０万円に拡充したいということで、予算

に計上させていただいたところでございます。 

 次に、飛んで４８ページをお開きいただきたい

と思います。歯科医療体制支援等事業ということ

で、これも今回拡充した部分でございまして、事

業概要の一番下の丸でございます。訪問歯科診療

機器を購入し、市歯科医師会に貸与し、在宅医療

を支援するという部分でございます。 

 歯科医師会のほうにおきましても、医師会が進

めております在宅医療支援センターと同じ事務所

内に席を設けまして、一体的な形で在宅医療につ

いて取り組むというようなことがございまして、

在宅医療を補完するための歯科診療機器を購入し、

貸与したいというものでございます。 

 次に、４９ページの下段でございます。子育て

支援強化事業。これにつきましても拡充をいたし

ております。事業概要の一番下、産後ケアでござ

います。これにつきましては、今まで甑島地域に

つきましては、この制度を適用しておりましたが、

本土部分を含めます市内全域に拡充しようとする

ものでございます。 

 以上が、市民健康課の一般予算会計、当初予算

に基づく概要でございますが、特別会計も今回議

案として上程いたしておりまして、直営診療施設

勘定特別会計におきましては、予算総額が９億

５,９７７万円で、昨年度に比べて５１万円程度、

増としたところでございます。 

 以上、市民健康課の概要の説明を終わりますが、

予算の詳細につきましては、この後、市民健康課

長のほうで説明させていただきたいと思います。
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よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）では、引き続き補足説明

をお願いします。 

○市民健康課長（宍野克己）市民健康課でござ

います。よろしくお願いします。 

 まず、予算の歳出について御説明を申し上げま

す。平成２７年度の各会計の予算に関する説明書

の８０ページから８２ページでございますが、別

冊の平成２７年度予算調書のほうで御説明をいた

しますので、１２６ページをお開きください。

４款１項１目保健衛生総務費でございますが、事

項は６つございます。 

 １番目の事項、保健衛生一般管理費でございま

すが、一般職員の給与費、歯科医療体制の支援等

に係る経費でございまして、事業費は２億

４,０１３万円をお願いするものでございます。経

費の主な内訳でございますが、予防接種健康被害

調査委員会委員、１１名でございますが、報酬、

本庁及び各支所の一般職員３３名分の職員給与費、

歯科訪問診療機器購入、先ほど部長が御説明申し

上げましたものでございます。それと、歯科医院

の休日当番事業補助金でございます。 

 次に、下の段でございますが、事項、予防接種

事故救済措置費は、予防接種法に基づく救済措置

に係る経費で、事業費は５９０万７,０００円をお

願いしております。経費の主な内容は扶助費の

１人分でございます。 

 次に、１２７ページをお開きください。事項、

診療所管理費の事業費は１２０万１,０００円でご

ざいます。川内地域に所在する西方、湯田、久見

崎、寄田、高江の５カ所の診療所の管理及び運営

に関する経費でございます。主な経費は、管理医

への報償費でございます。 

 次に、下の段でございます。事項、巡回診療事

業費は９４万８,０００円でございまして、県が事

業主体として実施していただいている甑島地域で

の眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科の特定診療科への巡

回診療に係る経費を措置しており、主な経費とし

ては、医師等の謝金や県への事業負担金でござい

ます。 

 次に、１２８ページをお開きください。事項、

保健対策推進事業費の内訳でございますが、

２１８万３,０００円をお願いしております。内容

は、健康づくりの普及、啓発を促進するための協

議会及び適切な食生活を実施するための食生活改

善推進員による活動等に係る経費であり、経費の

主な内容は、食生活改善推進員の研修等への出会

謝金１２４万３,０００円でございます。 

 次に、下の段、事項、地域医療対策費の事業費

は、４億５,５８７万４,０００円をお願いしてお

ります。経費の主な内容でございますが、在宅当

番医制運営委託など一次救急及び高度医療機器整

備補助金、先ほど申しましたものでございます。

それと、救急医療施設等運営補助金など救急医療

体制の維持、充実を図る施策のほか、甑島地域の

医療従事者確保対策としての甑島地域医療従事者

等奨学金貸与金、国民健康保険直営診療施設勘定

特別会計への繰出金をお願いしております。 

 次に、１２９ページをお開きください。４款

１項２目保健センター管理費では、二つの事項が

ございますが、一番目のすこやかふれあいプラザ

管理費の事業費は１,３０１万３,０００円をお願

いしております。内容は、すこやかふれあいプラ

ザの維持管理に係る経費でございまして、主な内

容は、すこやかふれあいプラザ管理人の３人分の

報酬、館内清掃業務委託などでございます。 

 次に、下の段、事項、保健センター管理費の事

業費は１,５４０万８,０００円をお願いしており

ます。樋脇、入来、東郷、祁答院、上甑の保健セ

ンター及び下甑健康管理センターの維持管理に係

る経費でございます。経費の主な内訳は、樋脇保

健センター浄化槽維持管理委託業務などでござい

ます。 

 次に、１３０ページをお開きください。４款

１項３目保健指導費では三つございますが、事項、

保健指導費の事業費８８２万４,０００円をお願い

しております。保健事業に係る健康管理システム

及び研修並びにいきいき健康さつませんだい計画

策定等の経費でございます。経費の主な内訳は、

健康管理システム保守管理業務委託、健康管理シ

ステム賃借料であります。 

 次に、下の段、事項、母子保健事業の事業費は、

１億３,８８８万３,０００円をお願いしておりま

す。３カ月から４カ月児の健康診査を初めとする

各種母子保健事業に係る経費でございます。経費

の主なものとして、健康診査等医師及び歯科医師

への報酬２０４名分の報酬でございます。それと、

妊婦・乳幼児健診業務委託、不妊・不育治療費助
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成金等、甑地域妊婦健康診査旅費等助成金、未熟

児養育医療費助成事業などでございます。 

 次に、１３１ページをお開きください。事項、

健康増進事業費は、１億３,５４６万８,０００円

をお願いしております。各種がん検診事業に係る

経費でございます。経費の主な内容は、行政事務

嘱託員１人分の報酬、各種検診業務委託等でござ

います。 

 次に、下の段、４款１項４目予防費では、事項、

感染症等予防費の事業費が２億５ ,４２１万

７,０００円をお願いしております。麻しんや風し

んを初めとする各種感染症の予防対策に係る経費

であります。経費の主な内容は、看護師業務嘱託

員２名分の報酬、麻しん・風しん混合ワクチン、

ポリオ等のワクチンの購入、麻しん・風しん混合

予防接種等、成人用肺炎球菌ワクチン、水痘ワク

チン定期予防接種等委託、それから風しん等のワ

クチン接種等補助金が主なものでございます。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入についてでございますが、同じく予

算調書の２６ページをお開きください。１３款

２項２目衛生費負担金、予算額１２５万円でござ

いますが、未熟児養育医療負担金で、受益者負担

でございます。 

 次に、１４款１項３目衛生使用料、予算額

６３万８,０００円は、すこやかふれあいプラザ及

び樋脇保健センターの施設使用料並びに電柱・自

動販売機等の行政財産使用料でございます。 

 次に、１５款２項３目衛生費補助金、予算額

１,０１４万５,０００円でありますが、これは母

子保健衛生費等補助金及び乳がん・子宮がん及び

大腸がんの検診に係る疾病予防対策事業費等の補

助金でございます。 

 次に、１６款１項２目衛生費負担金、予算額

３４０万でございますが、これは未熟児養育医療

費に係る県の負担金でございます。 

 次に、１６款２項３目衛生費補助金、予算額

１,２７０万６,０００円でございます。これは、

離島地域不妊治療支援事業費補助金、予防接種健

康被害調査委員会補助金、予防接種事故救済補助

金、糖尿病や高血圧等の健康教育、骨粗しょう

症・肝炎ウイルス・歯周疾患等の健康診査などに

対する健康増進事業費補助金、共同利用型病院運

営事業補助金などでございます。 

 次に、１６款３項３目衛生費委託金、予算額

２０万２,０００円ですが、県からの権限移譲され

ております理学療法士等の免許申請事務に係る県

委託金でございます。 

 次に、１７款１項１目土地建物貸付収入、予算

額１万４,０００円でございますが、自動販売機に

伴う賃家料でございます。 

 次に、２１款３項１目貸付金元利収入、予算額

３３万２,０００円でございますが、医療福祉従事

者奨学資金貸付金に係る元利収入でございます。 

 ２１款５項４目雑入、予算額７万円（本ページ

の発言で訂正済み）でありますが、これはコピー

代実費収入、私用電話料、樋脇保健センターなど

の光熱水費等実費収入、それからすこやかふれあ

いプラザの電気・水道料の実費収入でございます。 

 次に、債務負担行為についてでございますので、

恐れ入りますが、各会計予算書の予算に関する説

明書の８ページをお開きください。 

 第３表の債務負担行為、下から３番目、甑島地

域医療従事者等奨学資金貸与事業は、看護師等の

２名分の平成３０年度までの債務負担行為を設定

させていただいたものでございます。 

 今までは、これにつきましては医師と看護師

１名ずつでございましたが、今回は看護師２名と

いうことで、金額も一月５万円から１０万円とい

うふうに少し増額しまして、魅力あるものにした

ということでございまして、７２０万円でござい

ます。 

 先ほど雑入で７,０００円と申し上げましたが、

７万円に修正方、よろしくお願いします。（本

ページで訂正済み） 

 以上で、市民健康課に係る一般会計歳入歳出予

算の説明を終わります。よろしくお願いをいたし

ます。 

○委員長（永山伸一）ただいま当局の説明があ

りました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（福田俊一郎）救急医療体制支援事業に

ついてお尋ねしますけれども、今年度の平成

２７年度の予算については拡充ということで、高

度医療機器整備補助金を２分の１にいたしますと

いうことでした。 

 その前に、この事業において、平成２７年度の

患者数はどれぐらい積算をしておられるのかとい
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うことと。あと川内医師会を初め八つの病院等に

出している分と、薩摩郡医師会に出している分、

案分額をちょっとお示しいただければと思います。 

○市民健康課長（宍野克己）高度医療機器に関

するものが出ておりますが、患者数については、

その中で記載がございませんので……。それと、

あと薩摩郡の医師会との案分の額と言われたと思

うんですが、この高度医療機器については、川内

市の医師会市民病院に、いわば補助金としてする

ものでございますので、薩摩郡の医師会に対する

案分というのは、これについてはございません。 

 ただし、従来の薩摩郡医師会への補助金という

のは７９０万ぐらい、今現在も、昨年からことし

も、変わらず出してございます。 

○委員（福田俊一郎）ちょっと私の質問の仕方

が悪かったようです。救急医療体制支援事業で、

まず病院群輪番制の病院運営事業のことだったん

ですけども－川内地区とさつま町の額はどれぐ

らいかということをあわせてお尋ねします。 

 今、課長が言われたように、この高度医療機器

整備補助金については２分の１を川内市医師会病

院ということですが、これを実際病院群で形成し

ているほかに、七つの病院がありますけれども、

そういった病院も今後その補助金の２分の１対象

になるのかどうか。いや、そうじゃなくて医師会

だけですということなのかどうかの２点をお尋ね

するのと。ついでに、さっき言ったのは、この病

院群輪番制の年間の患者数が大体１万６,０００人

ぐらいだと思いますけれども、それはまたふえて

いくというふうに見込んでの予算を計上してるの

かということでした。 

○市民健康課長（宍野克己）失礼しました。病

院群の輪番制につきまして、川内市医師会につき

ましては２,４００万ほどでございます。 

 それと、薩摩郡の医師会につきましては、共同

利用型ということで６２０万ほどでございます。 

 あと、それから、この輪番群の中のほかの病院

にもこれの対象に今後なるのかという御質問につ

きましては、あと一つ、済生会の川内病院と、そ

の川内の医師会病院との２カ所でございます。 

 川内の医師会病院につきましては、平成２０年

度に申請がございまして、当時金額が大きくて年

度内に執行できないということで、平成２０年度、

平成２１年度にわたりまして、血管造影装置を当

時３,７５０万支出をしてございます。 

 あと、済生会川内病院につきましては、平成

２３年度にＣＴ装置の更新ということで、同じく

３,７５０万ということでございまして、川内市の

医師会立市民病院におきましては、平成２１年度

からすれば約６年ぶりというような形でございま

す。 

 それと、患者数については今ちょっと調べてお

りますので後もってまたよろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）後ほどでよろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（森永靖子）産後ケアが甑島だけで、今

までだったということで、今回から本土のほうも

っていうことでいいことだと思うんですが、甑島

のケアは何件くらい実績あったんでしょうか。 

 それともう一件、４８ページの一番下の新規推

進員養成講座が年３回実施っていうの－これち

ょっとどうですか。年３回養成講座をしてくださ

いますか。ここがちょっとどうなのか－予算概

要の４８ページの一番下、養成講座をことし１回

甑島と本土でしてくださるっていうことで、１回

かと思ってましたら、年３回してくださるって非

常にうれしいことですが。３回してくださるほど

の予算を組んでありますか。 

○委員長（永山伸一）２点、いいですか。 

○委員（森永靖子）１回だと思うけど。 

○市民健康課長（宍野克己）産後ケアの甑島の

実績ということでございますが、過去に１件あっ

ただけということでございます。 

 それと、４８ページの下の養成講座の年３回と

いうのは、グループ長に答弁させます。 

○主幹兼健康増進第２グループ長（常盤美

幸）済みません。今ほどの産後ケアについては、

薩摩川内市になってからは０件になります。下甑

村の時代に１件あったんですが、薩摩川内市の事

業としては産後ケアは実績はなしになります。 

 そして、済みません。ちょっと記載の仕方がわ

かりにくかったと思いますが、食生活改善推進員

の定例の研修会が年３回ということで、養成講座

は２カ所で行うということになります。 

○委員長（永山伸一）予算概要書に新規推進員

養成講座年３回って書いてあるから、３回ですか

という御意見ですんで、そこら辺を。違うんであ

れば違うで。どうですか。 
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○主幹兼健康増進第２グループ長（常盤美

幸）済みません。書き方が。訂正をしたいと思い

ます。 

 研修会が年３回で、新規の養成講座は２カ所で

１３回の講座を２回します。新規の養成講座。大

変申しわけありません。 

○委員（森永靖子）年１回してくださって、島

と本土で２回ということですよね。年１回してく

ださることの２回、２カ所ということですよね。

ちょっとうれしいと思ったんですが。 

 それと、この産後ケアは、せっかく妊娠されて、

ちょっと悲しいことに赤ちゃんとして生まれてこ

なかった人たちのケアかなって。違うんですか。 

○市民健康課長（宍野克己）まず、産後ケアに

つきましては、背景を申し上げますと、核家族化

などによりまして、地域において妊産婦やその家

族を支える力が弱くなってきているということか

ら、妊娠・出産・子育てに係る父母の不安や負担

を軽減するということを目的として、今まであっ

た甑島地域を全土に今広げようということで考え

ております。 

 今、お手元にお配りしている市民福祉委員会資

料がございますので、そこでちょっと御説明させ

ていただければと思うんですが。委員会資料の

２４ページでございます。ここに、産後ケアの事

業ということで書いてございます。 

 目的としては、出産後の一定期間、保健指導を

必要とする父母に対して、宿泊による母体の保護

や保健指導等のサービスを提供することにより子

どもを産み育てやすい体制を整備したいというこ

とでございまして、内容というのは、２番目に書

いてございますが、産後の一定期間－７日もし

くは延長して１４日と考えておりますが、宿泊に

よる保健指導を助産院への入所により実施し、利

用料の一部を助成したいというようなことで、対

象者、それから事業の実施施設ということで、こ

こに、ア、鹿児島助産院と、イ、さんＳＵＮ助産

院を２カ所書いてございます。この資料をつくる

時点におきましては、この２カ所に問い合わせを

して、契約ができる見込みで２カ所書いてござい

ましたが、調べたところによりますと、ほかに鹿

児島市では３カ所、それから日置に１カ所あると

いうことで、追加になる予定でございます。 

 利用料につきましても、１日１万９,４４０円。

これ、消費税込みということでございますが、こ

れの基本額の大体２分の１というふうに考えてご

ざいます。当然、生活保護の受給世帯、それから

市民税の非課税世帯等については、またその個人

負担の割合を少し軽減しようというふうに考えて

ございます。それと、あわせて一子以上複数生ま

れた場合、一子を除く新生児に加算額も考えてい

るというようなことでございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。 

○委員（中島由美子）産後ケアについては、ほ

かにもあるということで調べていただいて、その

あたりもきちっと入れてくださるとありがたいな

と。薩摩川内市の方が結構使ってると。私も１カ

所だけちょっと見せてもらったんですけど、使っ

ておられる方があるということで。結構料金は高

いですから、なかなか厳しいものがあるんでしょ

うけど、よろしくお願いしたいと思います。なか

なか実家に帰れないような事情があったりして、

産後どうしていいかわからないという方がやっぱ

り使われるようですので、よろしくお願いします。 

 ちょっと話が違って－産前産後のケアについ

て。薩摩川内市は、こんにちは赤ちゃん事業やら

いろいろ含めて、鬱の関係とかも一生懸命されて

ますから、それらを全て含めたら、いろいろきち

っとできてるのかなと思うんですが。今、日本版

ネウボラって言って、相談体制をきちっとやりま

しょうというような動きがあるんですけど、その

あたりの考え方はあるのかないのか、それを１点

お聞かせください。 

○市民健康課長（宍野克己）この件については、

グループ長に答弁させます。 

○主幹兼健康増進第２グループ長（常盤美

幸）今も前段でお話があったように、母子保健事

業については、母子保健体制は市の母子相談事業

関係機関による要支援者、支援が必要な母子の連

絡体制も取れておりまして、この産後ケア事業、

国が示している中に母子相談支援事業っていうの

があるんですけれども、今現在行っている事業を

より充実させるというふうに考えております。平

成２７年度から、毎週行っている母子相談事業に、

隔週で助産師を配置すると。また、幼稚園・保育

園、それから子育て支援センター、病院のほうと

も、より協力体制を強めていくというような形で

考えております。 
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 以上です。 

○委員（中島由美子）きちっとできているのか

なと思うんで、それでいいと思うんですが。何せ

ここの１カ所に－何度か質問もさせていただい

たと思うんですが－ここに来れば、子どものこ

と、自分のことが相談できるというような、その

ような体制をとっていただきたいと思ってますの

で、よろしくお願いします。 

 あともう一つですが、不妊治療・不育治療とい

うところで助成があるんですけど、何か不育症の

見分け方っていうのが大変難しいと聞いているん

ですが。それと何か不育症に対して全てが助成に

ならないんだっていう話もちょっと聞いたことが

あるんですけども。そこあたりは何か薩摩川内市

として捉えているものがあるのかどうか、お聞か

せください。 

○市民健康課長（宍野克己）不育につきまして

は、後もってグループ長に詳細お願いしますが。

一般的な不妊の現状につきましては、平成２５年

度で言いますと、全体で、一人当たりでございま

すが、これが２８万円ほどになっておりまして。

実際２０代、３０代、４０代の中身を見ますと、

やはり４０代のほうが、かなり個人の負担という

か、金額が６０万ほどになっております。このう

ちの約３分の１を助成してるという状況でござい

ます。 

 薩摩川内市におきましては、体外受精、顕微授

精、人工授精、タイミング療法、排卵誘発療法、

不育治療というふうなことで、ほかの市と比べま

しても、かなりの部分を対応として見てるという

ふうに考えております。 

○委員長（永山伸一）グループ長のほうであり

ますか。 

○主幹兼健康企画グループ長（越路美保子）

不育治療については、薩摩川内市は一年度で

１０万円を限度に、１妊娠出産につき連続５年間

助成をしているという制度がありまして、今年度

１名、２年ぐらい前に１名１件、申請のほうはあ

りました。 

御質問があられた不育の診断ですか、それにつ

いては、ちょっと勉強不足もあって答えられない

んですけれども。済みません。 

○委員長（永山伸一）診断については、答弁で

きないそうです。 

○委員（中島由美子）不育治療が受けられる、

この助成が受けられるのがヘパリン注射という、

そのヘパリンを使う治療は助成があるというふう

に、たしかなったんですよね。それ以外の、やっ

ぱり流産をしやすい方っていうのが、なかなか不

育症と認定をされなくて、この助成を受けられな

いんだっていう声がちょっとあったんですけど。

そのあたりの捉え方は、やっぱりお医者さんの診

断っていうものが必要なので、何か難しいんだな

って、申しわけないですっていう答えしか私もで

きなかったもんですから。何か幅広く－やっぱ

り流産を繰り返すということは不育症じゃないの

かと思うんですけど。そこあたりの診断の仕方と

いうのは、お医者さんなので、何と言いようもな

いんですけど、そういう陰で苦しい思いをされて

いる方がいらっしゃるんだというのを、またちょ

っと捉えていてくださればと思います。 

 この件は、ちょっと難しいと思いますので、ま

たいろいろ考えてみてください。要望です。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

ちょっと待ってください。先ほど患者数のこと

があったんですが、それはいいですか。 

○市民健康課長（宍野克己）失礼します。患者

数につきましては、平成２５年度で８医療機関の

合計が１万６,５９４人ということで、これが今後

伸びていくかどうかというのはわかりませんが、

今までの過去の状況から見ますと、横ばいの感じ

だということでございます。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）福田委員のほう、それで

よろしかったですか。 

○委員（福田俊一郎）はい。 

○委員（上野一誠）ちょっと医療体制の充実と

いうことで、全面にくくるんですけど。国の制度

もいろいろ変わったりして、いろいろ職員の皆さ

んも対応も大変かと、全般にわたってあると思う

んですが。特別会計を含めてです。 

 ただ、ちょっとここでお尋ねをしたいのは、医

療現場の声をどのように市政に反映するかという

捉え方から言えば、医師会とのいろんな懇親とか

三者医療会議とか、いろいろあります。そういう

中で、声も上がってこられてるんですが。今回、

医療専門職という確保。奨学金というのを鹿島で

５万から１０万にするという一つの育成事業とい
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う形ですが。医療現場の中で、今大きな問題は、

やはりこういう看護師の不足、医師の不足という

のが大きく問われていて、いわば、もう場所によ

っては、診療科目もなくせんにゃいかん、あるい

は産婦人科の、産科の関係というものが非常に大

きな形だと思うんです。 

 そうした中で、先般、医師会立の看護専門学校

の卒業式がありまして行ったんですが、その看護

師の専門学校を出る子たちは、大方地元に残って

くれるわけです。一つのそういう中で－だから、

やはりそうするときに、純大がありますけど、純

大は大方、失礼だけども、なかなか地元に残らな

い。そうしたときに、やっぱり医師というのは大

方、３分の２といいますので。要するに、なぜ医

師がこっちに来ないかというのは、先生方に聞く

と、市内のほうに大きな病院ができるがゆえに、

なかなかやっぱりこっちのほうにも医師を派遣し

ていただけない。そういうのも大きなかかわりが

あると。だから、市内に大きいのができればでき

るほど、医師確保は難しくなるという要因もある

んだと。 

 そうしたときに、今の看護師の確保というのは、

果たして今の専門学校の状況というのが、生徒も

だんだん減りつつあるように聞くんですが、こう

いう中でどういう形で看護師を育成するか、環境

をつくるかということも大事だと思うんです。 

 だから、今鹿島の今回５万から１０万という形

をとられたけども、総合的にこういう医師会立の

そういうものがあるという中で、今の専門学校の

生徒数の状況を見極めた中で、今後ここらをどう

いうふうに課題を含めて御認識なのか。あるいは

どういうふうに持っていかれるようなお考えを持

ってらっしゃるか。育成、確保の部分で。それを

ちょっと聞かせてくれませんか。 

○委員長（永山伸一）政策面ですね。 

○市民福祉部長（春田修一）私も市民福祉部に

来まして２年たつんですが、初年度から、やっぱ

し医師不足、看護師不足という部分は、非常に医

師会の中でも、ひしひしと感じております。 

 昨年開催されました、県の医師会が地元の医師

会と語る会がございました。その中でも助産師も

含めましたスタッフ不足というのが非常に大きく

捉えられているところでございました。 

 今後、どう考えるかということですが、先ほど

委員おっしゃいましたように、川内看護専門学校

を出られた方については、約８割の方が地元に就

職していただいております。ただ一方、准看護師

のほうにつきましては、定数を超える状態が続い

ているわけですが、その上の正看の部分につきま

すと、４０名定員に対して２０名前後でずっと平

成１６年度から推移しているということで、経営

的にも非常に苦しいということで。実は医師会の

ほうが、これをレギュラー化と申しますか、全部

高校を卒業して正看のほうに行けるような、そう

いう学校にもしたいというようなこと等で今総会

の中で決定をされて、今後取り組まれると聞いて

おります。その中で、私どもも市内への看護師の

確保という部分については考えていきたいという

ふうに現時点では思っている。 

 ただ、実際今の時点では、そういう決議をされ

て、今後３年ぐらいかけて移行される予定でござ

いますので、その間にどうあるべきか、市として

どこまで対応すべきなのかということも考えてい

かないといけない。ただ、リクエストとしては、

医師会のほうからは、そういうつなぎとめるため

の方策を医師会、済生会、そして市と一体となっ

てできないかと。そういう検討はできないかとい

うようなリクエストはいただいておりますので、

市としても、それらをどういう対応ができるのか

というのを、今後検討していきたいというふうに

は考えております。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）今、済生会と医師会含めて

－いろいろこっちの医師会ができた背景もいろ

いろあるんですが－やっぱりそういうものが本

来一つのくくりの中で動いていくと、まだまだい

いんでしょうけど、現時点ではいろいろ内容があ

るけど、今部長が言ったように、薩摩川内市の一

つの医療体制というくくりからいうと、本当に大

事な部分なので。ぜひ一つ医師会あたりとも連携

を図って、よりよい体制をとっていただきますよ

うに。前向きな体制をとっていただきますように、

また検討やらを含めていろいろ議論して深めてい

ってほしいということを一応、意見、要望として

申し上げておきます。 

○委員長（永山伸一）意見、要望であります。

よろしくお願いします。 

○委員（森永靖子）一般質問の中で－野菜
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３５０グラムにこだわるようですが、市長の答弁

の中で気になる一言がありました。３５０グラム

食べてますっていう宣言都市にしたいって市長は

思うんだが、主管課の反対があり－反対と言わ

れなかった－主管課の何とかがありっていうふ

うに、議場で。しかも市長の言葉でしたので。主

管課は、どこですか。この野菜３５０グラムに対

して反対してるという主管課は、どこなんでしょ

うか。教えてください。 

○市民健康課長（宍野克己）食生活に関する主

管課は、市民健康課でございます。 

 都市宣言のその反対をしてる課はどこかという

お問いなんですが、反対をしたつもりはないんで

すけど、先ほど言ったとおり食生活に関するとこ

ろは、うちでございますので、うちかなというふ

うに思っています。 

○市民福祉部長（春田修一）野菜３５０グラム

につきましては、私どもことしから、委員の提案

もございまして、市長のほうも野菜３５０グラム

摂取運動を進めようということで、ことしから予

算をつけて取り組んでいるところでございます。 

 そのような状況の中で、今後の課題としては、

市長がおっしゃいます都市宣言というのも、十分

視野に入れていきながら考えていかないといけな

いというふうに考えておりますが、現時点では、

ことし始まった部分を、委員からも御質問ござい

ましたように、いかに市民の中に浸透させていけ

るかという部分をまず考えながら、その一つとし

て宣言都市という部分も検討しつつ、今後進めて

まいりたいというふうに考えております。 

○委員（森永靖子）野菜、野菜と言うけど、そ

の野菜が何やっとよってよく言われました。でも、

議員の同僚の仲間たちからは、その一言によって

野菜を食べるようになったっていうのも聞きます

ので。その野菜が今後の医療費にどうしていくか

っていうことなども、十分説明しながらやってい

っていただけたらと思うんですが。３０万円いた

だいた中で、いろいろつくったりされた分で、今

度はその予算がどこから来て、これを推進してい

けるのかと思うんですが。 

 きのう、地産地消推進会議がありまして、その

中でお願いしたんですが、食育の１９日に毎月ま

ちの大型店舗に立って、いろいろ試食をつくって、

こういう野菜でこんなん食べるとどうですかって

いう説明しながら、野菜をいっぱい店頭に並べて、

３５０グラムっていうけど、どのぐらいの量だと

わかりますかって、来られた人たちに野菜を手で

握ってもらったりはかってもらったりしてると、

この頃はもう３５０グラムぴったりっていう人が

たくさん出てきてるんです。だから、その中で、

はかったしこくださいって言って、袋広げたりさ

れるんです。だめですとも言えないし、やってる

うちに自分たちがはかろうと思う品物がなくなっ

てしまうので。そこで、きのう提案したのは、

３５０グラムぴったりの人とか近い人には、野菜

を。花、花、花いっぱいばっかり言わないで、野

菜いっぱいもたまには言ってくださいって。下の

ほうには、野菜の鉢１本でもいいので。今どき食

べても食べても、摘んでも摘んでも出てきますよ

っていうような野菜の鉢を置いといて、ぴったり

でしたって言うと、これを育ててくださいってい

うぐらいの、何かできませんかっていうふうにお

願いしたら、何とかできそうというような話でし

た。 

 ですから、主管課はここであっても、ほかのと

ころと提携しながら、そういうことをやってもら

えたら、少しは野菜の名前も覚えるし、いろんな

形でできるのかなと思いましたので。本年度これ

を進めて、またさらに進めていかれるのであれば、

野菜鉢も。花鉢も大事でしょうけど、そういうほ

うも進めていってほしいというふうに要望をしと

きたいと思います。お願いします。 

○委員長（永山伸一）意見・要望であります。

何かありますか。 

○市民福祉部長（春田修一）非常に、委員には

御協力をいただいて、また推進をしていただいて、

本当に感謝しているところでございます。 

 今、御指摘ございましたように、食育の関連も

ございまして、農政課とか、そういう農政部とも

連携しながら、どういうふうにやるべきかという

ことも含めまして、また検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 野菜は、私も妻が野菜をとれ野菜をとれって。

まず一番最初に野菜をとれと。キャベツを山盛り

にして出すので、御飯の量が減ったりするという

ような状況等もあります。ちょっと体調がよくな

ったのかなと思っておりますので、今後も健康づ

くりのために進めてまいりたいというふうに考え
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ております。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

○委員（橋口博文）上野委員のほうからは、看

護師の件について出たわけですけども、私は医者

から、議会で言うときゃよかのにということも言

われましたので。 

 実は今、川内に肝臓の専門の先生がおいやらん

たってな。肝臓に詳しい先生が。どうしても、そ

れを議会のほうでも言って、いけんか市のほうか

らも、肝臓の専門の先生が来てもらうことを、は

んたちはせんにゃいかんがということ言われまし

たけれども。今は、済生会に週に何回か来てもろ

うて、鹿児島から来てもらって。そうじゃなくて、

川内にもずっとおってもらうこと、その先生はお

願いをせにゃいかんがということを言われました

けれども。 

○委員長（永山伸一）肝臓専門医をっていうこ

とですけど。何か答弁ありますか。 

○市民健康課長（宍野克己）確かに、済生会の

川内病院が、今いる肝臓の専門医が引き上げると

いうことで、ちょっとお困りになるということで、

我々も一緒に、市も一緒に行って相談してくれと

いうようなことで、副市長が一緒に出向いて相談

に行ったところでございます。 

 今、橋口委員からあった件につきましては、ま

た済生会のほうにお伝えをしておきたいと思いま

す。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。 

○委員（橋口博文）その肝臓の先生、臓器で一

番肝心なことだと思いますので、ぜひやっぱりそ

ういう先生が来ていただくような努力をしていた

だきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）要望であります。 

○市民福祉部長（春田修一）実は、鹿児島大学

が全市町村と全医師会を呼んで、一緒になって意

見交換会をしたところでございます。その中で、

先ほど上野委員からもございましたように、専門

医あるいは周産期にかかわる産婦人科、そういう

部分の専門医と申しますか、そういう部分がかな

りどこも疲弊してると。少なくなってきていると。

かつ、鹿児島大学病院のほうも、それだけ派遣す

るだけの余裕もないというような意見が出てまし

て。それぞれの思いを、首長も集まっていろいろ

意見交換を、事例発表も含めて意見交換をしたと

ころです。 

 委員おっしゃいます部分について、私どもも十

分感じておりますので、今後済生会とか医師会と

か一緒になりながら、鹿児島大学さんのほうにも

いろいろお願いをしたりしていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（永山伸一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△議案第５０号 平成２７年度薩摩川内市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予

算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第５０号平成

２７年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計予算を議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○市民健康課長（宍野克己）それでは、議案第

５０号平成２７年度薩摩川内市国民健康保険直営

診療施設勘定特別会計予算につきまして、御説明

いたします。 

 今回は、従来の予算調書ではなく、市民福祉委

員会資料で説明させていただきますので、市民福

祉委員会資料の１８ページをお開きいただきたい

と思います。 

表の下の歳出から説明をいたします。歳出の一

番上、総務費は、診療所の管理運営に関する経費

で、一般職３７名及び嘱託員３６名、その他臨時

職員などの人件費や施設の維持補修費、医師の資

質向上のための研究研修の費用などでございます。 

平成２７年度は、６億９９２万３,０００円で、前

年度比は７１３万７,０００円の増額となっており

ます。うち、人件費は５億８８０万９,０００円で

歳出合計の５３％を占めております。 

 増額の主な要因は、下甑手打診療所の瀬戸上医

師が、任期付職員の採用等に関する条例により、

平成２７年度限りで５年間の任期満了となること
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から、後任の医師について、平成２７年度に事務

引き継ぎ期間として、医師一人６カ月の委託料

９００万円を計上したことによるものでございま

す。 

 次に、医業費でございます。これは、医療機器

の更新費用や検査業務等の委託費用及び医薬品の

購入、入院患者の給食費用などでございます。平

成２７年度は、３億３,５５３万４,０００円で、

前年度比較では３４０万７,０００円の減額となっ

ております。前年度に比べて減額の主な要因は、

臨床検査や廃棄物処理の委託料など、医療用消耗

機材費が２９２万８,０００円に増額となったもの

の、各診療所に導入予定の医療用機械、器具費が

６３５万円、医薬材料費が１１５万２,０００円と

減額したことでございます。 

 次に、公債費でございます。これは、借入金の

償還のための費用でございます。平成２７年度は

１,１３１万３,０００円で、前年度比較では

３２２万円の減額となっております。 

 次の予備費でございますが、緊急的な対応のた

めの費用で、前年度と同額の３００万円を措置し

ております。 

 歳出の合計は、９億５,９７７万円となっており

ます。 

 次に、歳入でありますが、表の上側になります。

主なものを説明いたします。まず、診療収入は

５億６,０５２万６,０００円を見込んでおり、前

年度比較では、３８２万７,０００円の増額として

おります。 

 次に、５行目の繰入金ですが、３億８,８４６万

９ ,０００円で、前年度比較では４１０万

９,０００円の減額となっております。内訳としま

しては、国保事業からの繰入金が３,７１９万

１,０００円で、１６５万６,０００円の減額、一

般 会 計 か ら の 繰 入 金 が ３ 億 ５ , ０ ２ ７ 万

８,０００円で、２４５万３,０００円の減額とな

っております。 

 平成２７年度の予算規模は９億５,９７７万円で、

前年度比較では５１万円の増額となっております。 

 次に、平成２７年度の主な事業について説明を

申し上げます。１８ページの下のほうからでござ

いますが、甑島の診療所において、医師及び看護

師等の医療従事者の確保が大きな課題となってお

りますが、資料の①から②のとおり、臨時医師や

代診医を確保する経費を１,４１８万円、また、あ

けていただきまして、③は長浜診療所及び手打診

療所の診療業務を支援する経費として８４０万円

を計上しております。 

 また、関連事業として、参考にありますように、

一般会計において、甑島地域における医療福祉専

門職を確保するため、医療従事者の資格取得を目

指す学生に奨学金を貸与する事業を、先ほど説明

したとおりで措置しております。 

 別冊の予算調書におきましては、歳入が

３２４ページから３３１ページにかけて、歳出が

３３２ページから３３６ページにかけて、事項の

内容を記載してございますので、お目通しをいた

だければと思います。 

 事業概要については、別冊の当初予算概要

４５ページの下段に、鹿島診療所医師確保事業か

ら４７ページの上段の診療業務支援事業に掲載し

てございますので、御参照願います。 

 なお、市民福祉委員会資料の別冊３の６ページ

に予算費目の解説も記載してございますので、あ

わせて御参照願います。 

 以上で、平成２７年度薩摩川内市国民健康保険

直営診療施設勘定特別会計予算の説明を終わりま

す。よろしくお願いをいたします。 

○委員長（永山伸一）では、これより質疑に入

ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 ここで、しばらく休憩します。 

           ～～～～～～～～ 
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           午後２時４分休憩 

           ～～～～～～～～ 

           午後２時５分開議 

           ～～～～～～～～ 

［紹介議員着席］ 

○委員長（永山伸一）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△請願第１号 受動喫煙の防止措置の強力

な推進を求める請願書 

○委員長（永山伸一）次に、請願第１号受動喫

煙の防止措置の強力な推進を求める請願書を議題

とします。 

 請願文書表につきましては、事前配付してあり

ましたので、朗読は省略します。（巻末に請願文

書表を添付） 

 それでは、紹介議員に出席いただいております

ので、井上議員のほうに説明を求めます。 

○議員（井上勝博）ありがとうございます。 

 請願者の渉秀憲さんは、日置市に在住の方で、

ときどき私のほうに電話をいただきまして、いろ

んな問題で助言をいただいたり励ましていただい

たりという方で。今回の場合は、特にこの陳情を

県内の自治体に出したいので協力してくれという

話で。それで、日置の在住ですので、紹介議員に

なってくれというお話だったもんですから、会い

に行きまして、お話を伺いました。 

 渉さん自身は、障害をお持ちの方で、昔、脳梗

塞で、今体が不自由な方です。脳梗塞をしてから、

やっぱりたばこをその時までは吸ってたんですが、

やめて自分の健康を重視して生活をされていって

るわけですが。たばこをやめると、他人のたばこ

の煙が気になってくるということなんです。 

 私も十数年前までは喫煙をしておりまして、今

はもう一切吸わないわけですけれども。やはりや

めてしまうと、たばこの煙というのはよくわかる

んです。自分の車を他人に貸した場合に、その人

がたばこを一服でも吸ったらすぐわかるわけで。

たばこを吸っている人たちは、その辺がよくわか

らないわけです。このことによって、やっぱり不

快な思いをするという方も多いわけですが、それ

は単なる不快であるというだけではなくて、たば

こを吸わない人たちの健康も害しているという問

題がやっぱりあるわけで。公共施設については、

かなりもう禁煙が徹底されてきているわけですし、

また空港とかバスの中とか電車の中とか、そうい

うのは一切できないということで、かなり進んで

はきている。 

 ただ、渉さんが言われるには、やっぱり飲食店

になると、どうしてもお客さんの中で吸われる方

が来れば、断るわけにいかないというような事情

もあって、いまだにやはり分煙とか、それから禁

煙とかっていうところまでするところは非常に珍

しくて、飲食店に行くと、ほとんどたばこは禁じ

られていない状態であると。 

 請願にもありますように、健康増進法というの

が平成１５年にできて、第２５条に「学校、体育

館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨

店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の

者が利用する施設を管理する者は、これらを利用

する者について、受動喫煙を防止するために必要

な措置を講ずるように努めなければならない」と

いうふうになっているにもかかわらず、なかなか

それが進行していないという問題があるというこ

とで。ぜひ鹿児島県、また鹿児島県にある自治体

は全てその問題について改めて考えていただきた

いということで、この請願が出されたという次第

です。 

 実際、そういう条例をつくっているところも幾

つかあるようですけれども。ちょっと調べたんで

すけれども、きょうちょっと紹介できませんけれ

ども、そういう自治体も生まれております。いろ

いろな議論がされているようです。東京都では、

やろうと思ったけどできなかったという問題もあ

って、難しい問題ではあるわけです。飲食店にし

てみれば、かなりの、分煙をするということ自体

が、喫煙するお客さんが遠のいてしまうというよ

うな問題も出てくるということなどもありますか

ら。だけど、これを、ただ、じゃあしょうがない

ということでおさめておくには、時代の流れに逆

行すると。 

 最近では、たばこの中に含まれるポロニウムと

いう物質がありまして、これは放射性物質らしく

て、たばこ１日１箱半喫煙する人のポロニウムに

よる放射線被ばく量が年間８０ミリシーベルトに

及ぶことも明らかになったということも、最近の

ニュースで流れておりまして。やはりこれは吸わ

れる方は自分の責任であるかもしれないけれども、
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受動喫煙をされる方についていえば、全くこれは

大変なことになるわけで。受動喫煙を禁止する流

れをさらに大きくしていく、そういうことを何ら

かの手だてをとられるように、市民福祉委員会の

皆さんには、ぜひお考えいただきたいということ

で、私も紹介議員になりました。 

 以上です。 

○委員長（永山伸一）井上議員、ありがとうご

ざいます。 

 では、ここから当局から本請願についての補足

説明がありましたら、お願いします。 

○市民健康課長（宍野克己）補足と申しますか、

今この請願に対する、下の記以下の４項目につき

ましての現状につきまして、少し御説明申し上げ

たいと思います。 

 一番上の、「市は、県や保健所と連携しつつ、

傘下の全ての施設について、法第２５条に関して

の説明・啓発を強力に推し進めること」とありま

す。これにつきましては、健康かごしま２１、県

の事業でございますが、県民の健康づくりの推進

のために、疾病予防の重点項目の一つとして、今

現在ＣＯＰＤ、慢性閉塞性肺疾患の認知度の向上、

それから禁煙の推進、受動喫煙の防止として県と

しては取り組んでおります。 

 それと、あわせて市では肺がん検診・特定健康

指導時の禁煙指導で、禁煙パイポの配付や、禁煙

週間、世界禁煙デーに合わせた広報に努めている

ところでございます。 

 あわせて、「措置状況の実態調査を行うこと」

となっておりますが、この件につきましては、県

のほうが、平成１５年度から、県内の市町村、関

係施設、団体等の受動喫煙防止対策の取り組み状

況を独自に把握する受動喫煙防止対策実施状況調

査を行っています。あわせて、平成２６年３月か

ら、たばこの煙のないお店の登録制度というのが

できまして、推進を図っています。今現在、県内

で１８８登録されているようで、鹿児島市が、う

ち１２７で６７.６％を占めており、川薩では１店

舗の登録となっております。中身は、さつま町と

いうことでございます。 

 それから２番目の項目の、「市は、市民に対し

て、適宜、法の趣旨の周知徹底に努めること」と

いうようなことにつきましては、先ほど申し上げ

たとおりでございまして、「労働安全衛生法に基

づく助成金の制度があることも併せて周知をされ

たい」ということにつきましては、県のホーム

ページ、それから厚生労働省のホームページ等で

掲載をしております。市としてはこの件について

は、市のホームページに今現状では載せておりま

せんので、この辺については、掲載の検討をして

いきたいというふうに考えております。 

 それから、「法の円滑な実施のための準備期間

や手法、助言内容、実態調査などを定めた条例の

制定を」ということでございますが、県下で－

先ほど井上議員から言われましたが、全国的には

何カ所かあるんでしょうが、私どもが今把握して

る県内の状況でいいますと、ないということでご

ざいます。 

 ただ、公共の場所においての歩行中の喫煙をし

ないように努めなければならないという規定を盛

り込んだ条例を制定している市町村が県内で４市

町ありまして、本市も環境美化推進条例の中でう

たっているということでございます。 

 それから、「措置がなされていない施設には、

速やかに実施されるよう勧告すること」というこ

とになっておりますが、健康増進法においては、

措置がされていない施設に勧告をするという規定

がないことから、なかなか難しいところだという

ことでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（永山伸一）それでは、紹介議員への

質疑も含めて、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（福田俊一郎）受動喫煙に関する条例を

制定しているところは県内で４市町ということで、

本市もその中に－環境美化条例の中で－４市

町に含まれてるというふうに認識していいのかど

うか、まずこれをお聞きしましょう。うなずいて

はおられるんで、ちょっと部長、もう一回。 

○市民福祉部長（春田修一）環境美化というこ

とで、路上とか、そういう公園とかでポイ捨てを

してはならないというのを、環境課が所管してお

ります環境美化推進条例の中でうたっているとい

うような状況でございまして。今回の請願で上が

っております条例等を制定しているところは、県

内はないということでございます。 

 あと、私もちょっとホームページの話で申しわ

けないんですが、検索をしてみますと、一番最初
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に全国でつくったのは神奈川県でございまして、

その後に兵庫県が平成２５年の４月から施行とい

うことでしているようでございます。 

 市町村におきましては、千葉県の流山市が条例

を出すということで、全国で初めての市町村とい

うことだったんですが、先ほど紹介議員のほうか

らもございましたように、いろんな状況等があっ

て、賛成多数という形で否決をされたというよう

な記事等がありまして。全国では、市町村で条例

を制定しているところはないというふうに、現時

点では把握しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（福田俊一郎）記以下４項目ほどありま

して、先ほど課長のほうからも措置をしないとこ

ろについては全く勧告はできないといった話とか

あるわけですけれども。基本的には受動喫煙とい

うのは、できるだけやっぱり避けていったほうが

いいという、これ、趣旨については賛成をするも

のでありますけれども。この健康増進法によって

は、これは努力義務規定にもなっているようであ

りますので。この記の４項目の中を見ますと、少

し何というんですか、努力規定を超えた部分のニ

ュアンスもあるようで。皆さんの意見を聞きなが

ら判断したいと思うところです。 

○委員長（永山伸一）ほかに御意見ございませ

んか。 

○委員（森永靖子）まだ、本市が合併しないとき

に、森市長のときに、このことで一般質問したこ

とがありました。森市長がおっしゃったのには、

私は吸わないから、本当は庁舎内をというふうに

考えてはいるんだけども、先ほどの話じゃないで

すが、部長たちが何人も吸う者がいて－これは、

あれですけど。言われたのを思い出しました。 

 それで、市長の言われたのに、分煙っていう形

にしたらっていうふうに協議したところだったと

いうことで。一時そのようなふうになって、この

とおりどこか部屋を決めて、何かカーテンをして、

そこで吸うように。１カ所にってなったんでした

けども。また、市長がおっしゃるのに、そのカー

テンも、全体をおろさないで、吸うところの、あ

る一点だけをカーテンをしてしまったっていうの

があって。それが一段階。だんだん一つの部屋に

っていうのがあったりする中で、今庁内は、ある

ところで、いろんなところで吸われる。そこの状

態まで庁内ではなってるのかなっていうふうに私

の認識の中ではあるんですが。 

 このことで、県庁の健康増進課に私も確かめて

みました。県内どういうところがあるのかと思っ

て。といいますのは、私たちの食生活改善推進員

がそこに事務局があって、平成２６年度は

２,４００人が１人１０枚、たばこのことでチラシ

を配って回って。やめましょうっていう話をして

回る中で、食生活改善推進員は嫌な目にばっかり

あって。おはんたちに言われるあれはないって。

自分の健康のことだがって言われて嫌な目にあっ

て、平成２７年度はこういうチラシは配りたくな

いっていうのが本音で。そういう状況にある中で、

まだ県もそのような取り決めもしてない状況にあ

るし、各市町村、市町の中でそういうところまで

まだ入り込んでるところは、紹介議員のほうで何

件かあるって言われましたけど、そうたくさんは

ないっていうことの状況をちょっと伺ってきまし

た。 

 ですから、いろいろ意見がある中で、この渉さ

んは私も知り合いなので、よく存じ上げてて、き

ちんとしてくれって言われてたんでしたけども。

時期的に、初めてこのことが私たち薩摩川内市に

出てきて、こういう紹介議員があって請願が出て

きたわけですから。とりあえず意見をたくさん聞

く中で、まちの商店街が本当に今いろんな形で寂

れていく中で、飲食店街で今、たばこを吸う人は

入らないでくださいとか、たばこは吸わないでく

ださいと言うと、本当にまちの飲食店がちょっと

どうかなって思ったり、健康の面やらいろいろ考

えるんですが。たくさん意見を、きょうは言わせ

てもらって、紹介議員も聞いてもらって。私とし

ては、最初からどうっていうわけにもいきません

ので、このことは少し時期的にもどうかなと思い

ますので、今回は一応お話を聞きたいというふう

に思っています。 

○委員長（永山伸一）ほかに御意見ございませ

んか。 

○委員（森満 晃）私も以前はたばこを吸うて

おりました。もうやめて１５年ぐらいになります。

確かに、今はにおいが敏感になります。また、私

は仕事柄たばこも取り扱っております。 

ですので、本当にたばこのマナーについては、

吸われる方が、個人個人、一人一人責任を持って
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吸っていただきたいと。百害あって一利なしとい

うほど。しかも今最近たばこも値段が上がってお

りますので、大分喫煙者の方も少なくなっており

ます。 

 ただ、今の公共施設については、ある程度交通

機関においても公共施設においても分煙がされて、

大きなレストランだとか、そういうところでもき

ちっとされてるんじゃないかなと。あと、個人に

ついては、いろいろこれからなんだろうなあとい

う気がします。 

 私が市役所について思うのは、１階の職員の方

が吸われているところを車で通ると、知らない人

が見るとサボってるんじゃないかって。ただ一服

で、やっと一服されてるんでしょうけど、もっと

何か見えないところで吸われると、市民の目線も

違うんじゃないかなという思いはしているところ

でございます。 

 ただ、今の状況ですと、きちっとされて、あと

は個人のマナーを今後きちっとしていただきたい、

そういうところからまず取り組んでいくのが筋じ

ゃないかなと私は思います。意見でした。 

○委員長（永山伸一）ほかに御意見ございませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）それでは、質疑は尽きた

と認めます。 

 次に委員外議員の質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 では、紹介議員に対する質疑はこれで終了いた

します。 

 井上議員には、本委員会に出席いただきまして

本当にありがとうございました。 

［紹介議員退席］ 

○委員長（永山伸一）それでは質疑を終了し、

討論、採決に入りたいと思いますが、継続審査に

という御意見はありませんか。 

○委員（森永靖子）本市の方でない方が、本市

のことを思って言ってくださって。鹿児島県内ず

っと回りたいというふうに本人は思っておられる

みたいですが、このような気持ちで言ってくださ

ったことに対して、最初一発でどうって言うのも

でしょうから、私としては、継続にして、もう一

回ぐらい。やっぱりだめならだめっていう何か。

もう一回ぐらいこのことを審査していただいた上

で結果を出すのならいいかなと思いますけど、一

回でというのもちょっとどうかと思いますので、

継続にしていただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）それでは、ただいま本請

願を継続審査にしてはという声がありますので、

ここで起立によりお諮りします。 

 本請願を継続審査とすることに賛成する委員の

起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（永山伸一）起立少数であります。 

 よって、本請願を継続審査にすることは否決さ

れました。 

 これより、討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）それでは、ただいま討論

の声がありますので、これより討論を行います。   

まず、本請願に反対の討論はありませんか。 

○委員（橋口博文）今、話が出とったように、

官公庁とか病院とか、いろんなところでは、この

あれに沿うておりますけども、今の薩摩川内市の

この経済情勢からいけば、私は飲食店の方々も大

変、今苦しい事業をやってらっしゃるのではない

かと思うわけです。それで、やっぱりこの方々も

景気がよくなって、みんなにどんどん入っていた

だけば経営も安定してくると思いますけれども、

今度はたばこを吸う人はもう入ってくるなという

ことになれば、私はその営業をしていらっしゃる

方々が大変苦労されると思います。今のところで

は、私としてはカラオケボックスのところであっ

ても飲食店であっても、そういうのが禁止されれ

ば、お客さんが大分減ってくるんじゃないかと思

うわけです。 

 やっぱり、今のところでは、私は、たばこもよ

く考えれば税金が入ってくるし、たばこ税が。財

政的にもまた動くし。一方じゃ、またある反面に

害が出て、医療費がいるということもあると思い

ますけれども。私はそういうこともですけれども、

さっき申し上げましたように、そういう飲食店の

営業をしたり、あるいはカラオケボックス、そう

いう方々も一つの市民が、みんなが景気がいいよ

うになった段階では、これを採択してもいいんで

すけれども、私は、これを不採択にと思っており
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ます。 

○委員長（永山伸一）では、次に本請願に賛成

の討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）ないですね。 

 次に、反対の討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）ないですね。 

 賛成の討論は、さっきなかったですね。いいで

すね。 

 では、討論は終結したと認めます。 

 これより起立により採決を行います。 

本請願の趣旨を了とし、採択すべきものと認め

ることに賛成する委員の起立を求めます。 

［起立者なし］ 

○委員長（永山伸一）起立なしであります。 

 よって、本請願は不採択とすべきものと決定し

ました。 

 以上で、請願第１号に係る審査を終わります。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）それでは、次に所管事務

調査に入ります。 

 当局に説明をお願いします。 

○市民健康課長（宍野克己）市民福祉委員会資

料の２０ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここに、がん検診につきまして、平成２７年の

１月現在ということで、それぞれの縦項目はがん

の種類、横は年度の関係で記載してございます。

対象者数、受診者数、受診率、要精検者数、精検

者の受診率、それからがんの発見者数ということ

で、空欄がそれぞれございますが、この時点では

まだ集計ができていないということでございます。 

 あけていただきまして、参考のところに７０歳

未満の受診率ということで、平成２６年度ござい

ます。ここに、あえて参考ということで書きまし

たが、健康かごしま２１では、がん検診の受診率

向上については、指標を４０歳から６９歳の受診

率を対象に、それぞれ目標５０％ということで、

当面を４０％ということでさせていただいており

ます。ここの参考のところを見ていただければわ

かるんですが、胃がん検診が少ないというところ

でございますが、それ以外については、大体おお

むね当面の４０％ぐらいかなというふうに考えて

いるために、あえてここを入れたところでござい

ます。 

がん検診の受診率向上につきましては、それぞ

れ無料クーポン券の実施とか、土日の検診の実施、

集団検診と個別検診の組み合わせによる実施など、

それぞれ受けやすい体制を考えてやってございま

すので、これからもそれに向けてさらに引き続き

やっていきたいというふうに考えてございます。 

 それから、２２ページでございますが、慢性腎

臓病です。ＣＫＤということでございますが、こ

れにつきましては、平成２７年度から医師会の協

力のもとで行っていく事業でございまして、特に

予算につきましては計上はございませんが、医師

のネットワークをつくることで、それぞれ腎臓の

働きの悪い人たち、たんぱく尿が出る人たちとい

った今後人工透析につながるような方々を先に見

つけて専門医につないで、そしてそうすることに

よって、人工透析１人当たり年間６００万と言わ

れている医療費を少しでも軽減するとともに、個

人の生活の質の向上をつくりたいということで、

それぞれ考えている事業でございます。 

 それから、２３ページをお開きいただきたいと

思うんですが、これにつきましては平成２６年度

の１０月から定期化された予防接種、水疱瘡、そ

れから高齢者の肺炎球菌の状況についてでござい

ます。平成２７年の１月末ということで、それぞ

れ、水痘につきましては２６.６％、高齢者肺炎球

菌につきましては４２％の接種率ということでご

ざいます。 

 それと、あわせて、下のほうの２番目にござい

ますが、風しん予防接種等助成制度（継続）とい

うことで、平成２７年度につきましても、平成

２５年度大流行しました年から３年ということで、

国立研究所のほうも、３年間はということもござ

いまして、引き続き助成制度をしていきたいとい

うふうに考えてございます。下のほうに、平成

２５年度、平成２６年度のそれぞれの補助件数、

それから補助額について記載ございますので、お

目通しいただきたいと思います。 

 ２４ページにつきましては、先ほど御説明を申

し上げましたので、割愛させていただきたいと思

います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）ただいま説明がありまし
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たが、これを含めて所管事務全般について質疑に

入ります。御質疑願います。 

○委員（中島由美子）予防接種ですが、風しん

の今年度の状況はどうだったのかっていうのが一

点。 

それから、冬場の、やはり子どもたちが結構、

胃腸炎ですか、そういうのを起こしてるかなとい

うのが聞こえてくるんですが。聞きますところ、

ロタウイルスというのがあるんですが、そのあた

りが任意接種なんです。ちょっと県内でもぼちぼ

ち補助が始まってきてるんですけど、補助の考え

はないのか。 

あともう一つが、おたふく風邪もちょっとやは

りこじらせていくと、耳下腺炎になっていくとい

うこともあるんですけど、これもまだ任意接種な

んですけど。ぼちぼちこの辺も補助が出てきてる

んですけど、市としても考え方はないんでしょう

か。 

○委員長（永山伸一）政策面の補助です。 

○市民福祉部長（春田修一）ロタウイルスにつ

きましては、委員おっしゃいますように、鹿児島

市あるいは近接ではさつま町が始めるというよう

なこと等で聞いております。これにつきましても、

小児科医のほうからもロタウイルスによって入院

患者が結構いてというような話は聞いておりまし

て。今指示を出しまして、県内の状況あるいは本

市のロタウイルスの状況等もちょっと把握をしろ

ということで、今指示を出してあります。それら

の結果を見ながら、今後どうあるべきかというこ

とは検討してまいりたいというふうに考えていま

す。 

○市民健康課長（宍野克己）風しんの件数でよ

ろしかったですか。 

 ２３ページの資料の下にございますとおり、平

成２５年度が大流行ということで、予防接種

６５５でした。平成２６年度につきましては、抗

体検査の陽性反応が出た方のみということで、

１８０ということになっております。 

 以上でよろしかったでしょうか－済みません。

平成２５年９月以降は、ないということです。 

○委員（中島由美子）子どもたちの病気につい

ては、まだまだいろいろあるのかなと思うんです

が。ぼちぼち県内でもいろいろ補助も始まって、

ロタウイルス、おたふくかぜというのとか、肝炎

ウイルスっていうのも、たしかあったと思うんで

すけど。いろいろ補助が始まりつつありますから、

おくれることなく始めていただければと思います。

よろしくお願いします。要望です。 

○委員長（永山伸一）要望でございます。ほか

にございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（永山伸一）それでは、次に保険年金

課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）先ほど審査を一時中止し

ておりました議案第３９号平成２７年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、予算概

要の５０ページの中段からになります。 

 保険年金課の部分でございますが、国民健康保

険対策事業におきましては、低所得者層への保険

料軽減措置の拡充による後期高齢者医療事業特別

会計の繰出金の増とか、あるいは国民健康保険事

業特別会計の安定的な運営を確保するための繰出

金というようなことと、それと後期高齢者への重

複・頻回受診者訪問等を計上いたしております。 

 特に、この丸の三つ目でございますが、繰出金

の法定外分につきましては、平成２７年度におき

ましても、２億５,０００万円の継続を実施したと

ころでございます。 

 国保の部分につきましても、冒頭申しましたよ

うに、制度が大きく変わりつつございまして、保

険料の値上げという部分等も考慮に入れながら運

営を進めておりますが、平成２７年度におきまし

ては、従来どおり２億５,０００万の法定外操出を

計上させていただいたところです。 

 そのほか、特別会計でございますが、国民健康

保 険 特 別 会計 に つき まし て は 、 １３ ７ 億

８,６００万円を計上いたしております。 

 後期高齢者医療特別会計におきましては、
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１１億５,２１５万円を計上いたしているところで

ございます。 

 以上、保険年金課の当初予算の概要の説明を終

わらせていただきます。予算の詳細につきまして

は、この後、保険年金課長のほうで説明をさせて

いただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）それでは、引き続き補足

説明をお願いします。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、議案第

３９号平成２７年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち保険年金課分について御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたしますが、事業内容

につきましては、大変申しわけありませんが、予

算調書のほうで説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 予算調書の１３２ページをお開きいただきたい

と思います。事項、国民年金事務費につきまして

は、国民年金事務に係る業務を行うための経費で、

窓口業務嘱託員１名の報酬、一般職員二人分の給

与費、臨時職員に係る賃金などの人件費と、老齢

基礎年金等の裁定請求や被保険者異動処理及び相

談業務などに要する事務経費でございます。 

 次に、下の段になります。事項、国民健康保険

対策費につきましては、国民健康保険事務事業に

係る経費で、窓口業務嘱託員１名の報酬、一般職

員１６人の給与費等の人件費及び国保基盤安定負

担金などの国民健康保険事業特別会計繰出金等で

ございます。なお、繰出金は、法令等で定められ

た法定繰出金６億９,２９１万９,０００円と、国

民健康保険事業特別会計の財政支援分として法定

外繰出金２億５,０００万円を計上しております。 

 次に、予算調書の１３３ページをお開きいただ

きたいと存じます。事項、後期高齢者医療対策費

におきましては、後期高齢者医療事務事業に係る

経費を計上するもので、保険証等発送業務委託や

長寿健診委託料、保険基盤安定分の後期高齢者医

療事業特別会計への繰出金などを計上しておりま

す。負担金及び補助金につきましては、広域連合

への負担金として、事務に係る共通経費分

４８８万７,０００円、保険給付に係る共通経費分

２,９５２万６,０００円、並びに給付費の法定負

担分、また人間ドック補助金、温泉保養補助金等

を計上しております。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、前

に返っていただきまして、２８ページをお開きい

ただきたいと存じます。１行目の１５款１項２目

衛生費負担金では、予算額４,３００万円を計上し

ております。主なものは、節、国民健康保険医療

助成費負担金で、国民健康保険被保険者の軽減措

置に対する国の負担分でございます。 

 次に、１５款３項２目民生費委託金では、予算

額１,６５０万円を計上しております。これは、国

民年金事務に係る経費に対し、国から交付される

事務費交付金でございます。 

 次の１６款１項２目衛生費負担金では、予算額

６億４,９９０万８,０００円を計上しております。

主なものは、節、国民健康保険医療助成費負担金

３億３,５７５万円で、これは国民健康保険被保険

者の軽減措置に対する県の負担分であり、また、

節、後期高齢者医療助成費負担金３億１,４１５万

８,０００円は、後期高齢者被保険者の軽減措置に

対する県の負担分でございます。 

 次 の ２ １款 ５ 項４ 目雑 入 で は 、予 算 額

２,３２４万７,０００円を計上しております。主

なものは、後期高齢者の長寿健診に対する鹿児島

県後期高齢者広域連合からの補助金１,９０８万円

などでございます。 

 以上で、一般会計予算に係る保険年金課分の説

明を終わります。よろしく御審査賜りますようお

願いいたします。 

○委員長（永山伸一）それでは、これより質疑

に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第３９号に係る審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△議案第４９号 平成２７年度薩摩川内市

国民健康保険事業特別会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第４９号平成

２７年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予

算を議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○保険年金課長（中村 真）議案第４９号平成

２７年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予

算について御説明いたします。 

 予算書は、３２３ページから３６４ページ、予

算調書は、３００ページから３２３ページになり
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ます。なお、保険年金課の各特別会計につきまし

ては、費目が多岐にわたり予算書では多ページに

なりますので、説明用といたしまして、市民福祉

委員会資料別冊１に取りまとめてございます。主

に、この別冊１の資料を使いまして説明させてい

ただきたいと思いますので、御了承いただきたい

と存じます。 

 国保特別会計につきましては、別冊１の２ペー

ジ以降になります。また、歳入の国民健康保険税

の関係につきましては、税務課から説明させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、予算内容について御説明申し上げま

す。 

 まず、歳出から主なものについて説明させてい

ただきますので、別冊１の４ページをお開きいた

だきたいと思います。 

１款１項総務管理費は、高齢者受給証等郵送料

や保険証等発送業務委託等の委託料や国保連合会

への負担金及び広報共同事業負担金等が主なもの

でございます。 

 次の１款２項徴税費は、納付書等の郵送料やコ

ンビニ収納用の納税通知書作成等の業務委託料が

主なものでございます。 

 次の１款３項運営協議会費は、国保運営協議会

の委員報酬及び旅費でございます。 

 次の２款１項療養諸費は、疾病、負傷等及びコ

ルセット、はり灸等の費用に対する保険者負担分

及び審査支払事務に係る手数料でございます。 

 次の２款２項高額療養費は、一部負担金が高額

となった場合、一定額を超える部分が支給される

高額療養費と、前年８月から本年７月までの１年

間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額に

ついて、一定額を超える部分が払い戻される高額

介護合算療養費を計上しております。 

 次の２款３項葬祭諸費は、葬祭に係る補助金を、

次の４項移送費は、離島からの患者搬送のために

要した経費等の補助を、次の５項出産育児諸費に

つきましては、出産育児一時金と、その支払手数

料を計上しております。 

 次に、３款１項後期高齢者支援金拠出金は、後

期高齢者医療制度に係る医療費の４割相当分を、

被保険者数に応じて各保険者が負担する支援金と

それに対する事務費負担分で、支払基金に支払う

ものでございます。 

 次に、４款１項前期高齢者納付金等は、６５歳

から７４歳までの前期高齢者の保険者間の偏在に

よる負担の不均衡を調整するため、各保険者の加

入数に応じて費用負担を調整するものであり、本

市負担分の納付金と事務費分を計上しており、支

払基金に支払うものでございます。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。次

の５款１項老人保健拠出金は、老人保健医療費の

精算に係る事務費負担分で、支払基金に支払うも

のでございます。 

 次の６款１項介護納付金は、介護保険、第２号

被保険者に係る保険者負担分で、支払基金に支払

うものです。 

 次の７款１項共同事業拠出金は、高額医療の多

発による国保財政への影響を緩和するため、

８０万円以上を都道府県間で、１円以上８０万円

未満を県内市町村間で調整するもので、国保連合

会へ拠出するものでございます。 

 ここで、大変申しわけございませんが、資料中

の保険財政共同安定化事業拠出金の説明欄に、

「高額療養費３０万円超、８０万円未満を調整」

と書いてございますが、「３０万円」を「１円」

に訂正方、よろしくお願いいたします。 

 次に、８款１項特定健診保健指導事業費は、保

健指導業務嘱託員４名及び特定健診等業務嘱託員

１名の報酬等、人件費のほか、特定健診委託料等

を計上しております。平成２７年度におきまして

も、治療中の者のデータを医療機関から提供して

もらう特定健診情報提供事業のほか、事業所健診

受診者から情報を提供いただく事業所健診データ

収集事業などに取り組むこととしております。 

 次の８款２項１目疾病予防費では、診療報酬明

細書磁気テープ作成業務委託や、糖尿病性腎症重

症化予防業務委託等の委託料、人間・脳ドック、

温泉保養補助に要する経費を計上しております。 

 続きまして、６ページを開きいただきたいと存

じます。次の４目医療費適正化特別対策事業費で

は、診療報酬明細書点検業務嘱託員一人、医療費

適正化業務嘱託員一人、平成２７年度新たにデー

タヘルス計画策定等のための保健師業務嘱託員一

人の配置に係る報酬のほか、医療費通知に係る郵

送料、レセプト点検業務の国保連合会への手数料

やジェネリック医薬品差額通知等業務委託などの

経費を計上しております。また、平成２７年度、
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備品購入費ということで計上しておりますが、市

民健康課で実施しております栄養教室で使用して

いる機器の老朽化によります更新に係る経費を計

上させていただいております。 

 次の３項１目早期介入保健指導事業費は、市民

健康課に執行委託を行い、実施してるもので、糖

尿病予防教室に関する経費が主なものでございま

す。 

 次に、９款１項基金積立金は、国民健康保険基

金の利子になります。 

 次に、１１款１項償還金及び還付加算金は、過

年度の税等過誤納付金の払戻金や国庫支出金等精

算返納金などでございます。 

 次の１１款２項１目直営診療所施設勘定繰出金

は、甑島地域の国保直診の運営に係る赤字補填分

として交付された調整交付金を施設勘定特別会計

へ繰り出すものでございます。 

 次の２目一般会計繰出金は、収納率向上特別対

策事業に係る一般会計への繰出金になります。 

 以上が歳出になります。 

 続きまして、歳入について説明させていただき

ますので、前に返っていただきまして、２ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

 まず、税務課から国保税等の説明の後、引き続

き保険年金課分を説明させていただきます。 

それでは、税務課から説明していただきます。 

○税務課長（山口秀昭）税務課でございます。 

 本特別会計への歳入に係る国民健康保険税につ

いて御説明いたします。 

 国民健康保険税は、国保事業の健全な運営を図

るための重要な財源として、国保税条例に基づき

課税しているものでございます。 

 まず、一番上の１款１項国民健康保険税、１目

一般被保険者国民健康保険税は、７５歳未満の加

入者全員が対象となる医療給付費分及び後期高齢

者支援金分と、４０歳から６５歳未満の加入者が

対象となる介護給付金分、それぞれ現年課税分と

滞納繰越分、合わせて１６億２ ,００４万

１,０００円を計上しております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は、退職被

保険者等に係る療養給付費分、後期高齢者支援金

分及び介護給付金分の現年課税分と滞納繰越分、

合わせて９,８３８万８,０００円を計上しており

ます。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料２目の督促手

数料は、国保税未納者に対する督促手数料の納付

見込み額を１００万円計上いたしております。な

お、本年２月末の世帯数は１万６,１２８世帯で、

本市世帯数の約３５％、被保険者数は２万

５,０６５人で、本市人口の約２５％となっており

ます。 

 以上で、歳入に係る国民健康保険税関係の説明

を終わります。よろしく御審査賜りますようお願

い申し上げます。 

○保険年金課長（中村 真）引き続きまして、

保険年金課に係る歳入についてご説明いたします。 

 ３款１項国庫負担金は、療養給付費等に係る国

庫負担分でございます。 

 次の３款２項国庫補助金は、国庫から支出され

ます財政調整交付金で、普通調整交付金と特殊要

因に対して交付されます特別調整交付金でござい

ます。特別調整交付金の内容は、説明欄に記載の

とおりでございます。 

 次に、４款１項療養給付費交付金は、退職被保

険者分に係る療養給費等に対し交付されるもので

ございます。 

 次に、５款１項前期高齢者交付金は、６５歳か

ら７４歳までの医療費について、保険者間の偏在

による負担の不均衡を調整するため、各保険者の

加入数等に応じて交付されるものでございます。 

 次の６款１項県負担金は、国庫負担金と同様に

療養給付費等に係る県の負担分でございます。 

 次の７款１項共同事業交付金は、８０万円を超

える高額な医療費の発生に対して都道府県単位で

調整が行われる共同事業交付金と、１件１円以上

８０万円未満の医療費について、都道府県内で調

整が行われる保険財政共同安定化事業交付金であ

り、市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定

化を図るため、交付されるものでございます。 

 次に、９款１項他会計繰入金では、一般会計か

らの法定繰入金として、保険基盤安定繰入金、財

政安定化支援事業繰入金、出産育児一時金に係る

繰入金を計上しております。また、その他繰入金

として、同事業の赤字補填分を計上しております。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。

１０款１項繰越金は、退職被保険者に係る医療費

の前年度分の実績見込みが少なかったことによる

療養給付費が本年度へ繰り越されたもの、また一
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般被保険者に係る医療費の前年度分の実績見込み

が少なかったことにより本年度へ繰り越されたも

のでございます。 

 次に、１１款諸収入３項雑入では、交通事故の

賠償金に係る第三者納付金や過誤調整による医療

機関からの返納金、また健康教室等の参加者負担

金を計上しております。 

 次に、債務負担行為について説明いたしますの

で、予算に関する説明書の３２７ページをお開き

いただきたいと存じます。債務負担行為につきま

しては、コンビニ収納に伴う国民健康保険税納税

通知書作成等業務委託におきまして、平成２８年

度１年間について限度額３００万円を設定してお

りますが、これは契約期間が年度をまたがるため

に設定をするものでございます。 

 続きまして、制度改正及び新規事業等の概要に

ついて説明をさせていただきます。 

 委員会資料の別冊１に返っていただきまして、

７ページをお開きいただきたいと存じます。まず、

１、平成２７年度国民健康保険制度の改正等につ

いて説明をさせていただきます。 

 （１）国民健康保険税の改正について、賦課限

度額の引き上げでございます。平成２７年度にお

いては、医療分・後期高齢者支援金等分・介護納

付金分の限度額超過世帯割合のバランスを考慮し

て、医療分１万円、後期高齢者支援金等分１万円、

介護納付金分を２万円の計４万円を引き上げ、最

高限度額を８５万円とする内容でございます。 

 次の、（２）低所得者に係る保険税軽減の拡充

では、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措

置の対象となる世帯の軽減判定所得につきまして、

経済動向等を踏まえ、軽減判定所得の見直しをす

るもので、詳細は同ページの下から次のページに

なりますが、一番下をごらんいただきたいと思い

ますが。軽減判定所得につきまして、５割軽減と

２割軽減を見直そうとするものでございまして、

現行、５割軽減基準額は、基礎控除額２４万

５,０００円に被保険者数と特定同一世帯所属者数

の合計を乗じたものを加算しており、同様に２割

軽減基準額では、基礎控除額に４５万円に被保険

者数と特定同一世帯所属者数の合計を乗じたもの

を加算しております。この２４万５,０００円と

４５万円の金額を、２６万円と４７万円に引き上

げ、対象者数を拡大しようとするものでございま

す。 

 ８ページをお開きいただきたいと存じます。 

 続きまして、（３）国民健康保険の財政支援の

拡充ということで、これは保険者への保険料の軽

減対象者数に応じた財政支援を拡充しようとする

もので、②の拡充の内容のところをごらんいただ

きたいと思いますが、現在、財政支援の対象とな

っていない２割軽減対象者についても対象とし、

補助率を１３％とし、現行の７割、５割軽減の対

象者に応じた財政支援の補助率を、下の表にあり

ますように、７割の場合１２％を１５％に、５割

の場合６％を１４％にしようとするもので、三つ

目の丸にありますように、財政支援額の算定基準

を、平均保険料収納額から平均保険料算定額の一

定割合に改めようとするものでございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。

（４）の国保改革の動向とありますように、今後

の国民健康保険制度の安定化を目指して、改革の

方針が国から示され、今国会に改正案が提出され

たようでございますので、概要を御説明させてい

ただきます。 

 まず、①でございます。平成３０年度から保険

者が、現在市町村でございますが、これが都道府

県が保険者となり、財政運営の責任主体となって

安定的な財政運営と効率的な事業の確保等を図る

ことを目指しております。 

 次に、②として、国は国保への財政支援の拡充

等を行い、財政基盤を強化することとしておりま

す。具体的には、平成２７年度から約１,７００億

円を投入して、先ほど説明いたしました保険者支

援制度の拡充を実施し、平成２９年度には高齢者

医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の

実施に伴い生じる国費から、１,７００億円を追加

投入する計画となっております。 

 次に、③として、市町村の役割として、地域住

民と密着しているということから、これまでと同

様、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦

課・徴収、保健事業等を引き続き行うことと、方

針が示されております。 

 ここには記載をしてございませんが、市町村が

保険料率の決定をするに当たりましては、県が各

市町村の医療費水準や所得水準を考慮して、「国

民健康保険事業費納付金」なる納付金の額を示し、

また、県が標準的な算定方式に基づき、市町村ご
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との標準保険料率を算定・公表しますので、それ

に基づいて、市町村は保険料あるいは保険税額を

決定し、賦課・徴収して、納付金を県へ納める流

れになるようでございます。 

 したがいまして、市町村の業務はこれまでと変

わりませんので、県が保険者となることで、県と

の調整事務が今後さらに重要度を増すことが想定

され、市町村の業務量がふえ、負担感が増すこと

も予想されます。 

 次に、④として、先ほど説明いたしました保険

者支援制度の拡充が実施されます。 

 続きまして、負担の公平化として、入院時食事

療養費等の見直しとして、現在１食２６０円とな

っているものを、入院と在宅療養の負担の公平等

を図る観点から、平成２８年度から１食３６０円

に、平成３０年度からは１食４６０円に段階的に

引き上げることとなっております。なお、ただし

書きに書いてある方は、現行のままとなります。 

○委員長（永山伸一）課長、今説明の途中なん

ですが、ちょっとここで休憩します。 

再開は、おおむね１５時２５分とします。 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時 ８分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後３時２３分開議 

          ～～～～～～～～～ 

○委員長（永山伸一）それでは、休憩前に引き

続き、会議を開きます。 

 説明の途中でしたが、申しわけありません。 

 では、引き続き、課長、お願いします。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、別冊

１の１０ページから引き続き説明をさせていただ

きます。 

 ２として、平成２７年度薩摩川内市国民健康保

険事業計画として、１３ページまで掲載しており

ます。本計画は、平成２７年度の国民健康保険事

業推進のための計画で、さきに開催いたしました

国民健康保険運営協議会に報告し、承認をいただ

いたものでございます。内容の詳細については、

御参照いただきたいと存じますが、概要について

簡単に説明をさせていただきます。 

 １、基本方針とありますが、現在の国民健康保

険事業を取り巻く状況を説明して、ページ下のほ

うにあります（１）から（６）までの主要施策を

定め、実施していこうとするものでございます。 

 次に、２の具体的な対応策について、（１）収

納率向上対策の推進では、収納率の目標を現年度

９１％、滞納繰越分を１３％としており、目標達

成のための施策を実施していくこととしておりま

す。 

 続きまして、１１ページをごらんいただきたい

と存じます。（２）では、一般会計からの繰り入

れによる財政支援として、先ほど予算説明の中で

説明しました内容を記載しております。 

 （３）では、適用の適正化の推進として、従来

方針を継続して実施することとしており、（４）

医療費適正化の推進では、従来方針を踏まえ、ジ

ェネリック医薬品差額通知事業で蓄積するデータ

を分析して、有効かつ効率的な保険指導に生かす

取り組みを行うこととしております。 

 続きまして、１２ページをお開きいただきまし

て、中段のク、保険事業の実施の中で、平成

２５年度から実施しております（ウ）糖尿病性腎

症重症化予防事業を平成２７年度も継続して実施

し、さらに（エ）で、先ほど市民健康課の中でも

若干ありましたけども、ＣＫＤ予防ネットワーク

の構築とありますように、平成２７年度は、加え

て慢性腎臓病の重症化を予防するための病診連携

を運用していくための枠組みを構築していきたい

と考えております。 

 次に、（５）特定健診・特定保健指導の推進に

ついては、第２期特定健康診査等実施計画を平成

２５年度改定させていただいたところですが、こ

れをもとに平成２９年に特定健診・特定保険指導

とも目標を６０％として、これを達成するための

取り組みを平成２７年度も実施していくことして

おり、特定健診未受診者に対する電話勧奨や事業

所検診受診者のデータ収集等を行うこととしてお

ります。 

 １３ページの下のほうをごらんいただきたいと

存じます。次の（６）国民健康保険直営診療所の

運営及び経営改善の推進については、従来方針を

継続していくこととしております。 

 以上で、国民健康保険事業特別会計の説明を終

わります。よろしく御審査賜りますようお願いい

たします。 

○委員長（永山伸一）それでは、これより質疑

に入ります。質疑をお願いします。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）では、質疑はないと認め

ます。 

 では、これより討論、採決を行います。 

討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第５２号 平成２７年度薩摩川内市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

○委員長（永山伸一）次に、議案第５２号平成

２７年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、議案第

５２号平成２７年度薩摩川内市後期高齢者医療事

業特別会計について、御説明いたします。 

 予算に関する説明書は、４３１ページから

４４１ページ、予算調書は、３６６ページから

３６８ページになります。説明は、同じく別冊

１のほうで説明させていただきたいと存じます。 

 まず、歳出から説明いたしますので、１４ペー

ジをお開きいただきたいと存じます。 

 まず、歳出について、１款２項１目徴収費は、

保険料徴収事務に係る経費を計上しております。 

 次の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付

金は、保険料と一般会計で受け入れる保険基盤安

定化県負担金を、広域連合へ納付するものでござ

います。 

 次の４款１項１目保険料還付金は、前年度保険

料の還付金等に係るものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、上の段の表をごらんいただきたいと存じます。 

１款１項後期高齢者医療保険料では、特別徴収

４億９,４９５万１,０００円と、普通徴収２億

３,６５２万５,０００円を計上しております。後

期高齢者医療被保険者の約７０％が特別徴収で、

約３０％が普通徴収となっております。なお、広

域連合では、現年分の収納率を９９％と見込んで

おります。 

 次に、４款１項２目保険基盤安定繰入金は、低

所得者に係る保険料軽減に対する公費補填分であ

り、一般会計で受け入れるため、繰入金として繰

り入れるものでございます。 

 次に、６款２項１目保険料還付金は、前年度等

の保険料還付金として広域連合から受け入れるも

のでございます。 

 続きまして、１５ページをごらんいただきたい

と存じます。（１）低所得者に対する保険料の軽

減措置に係る所得判定基準の見直しについて、①

制度の概要と②改正の内容を掲載しておりますが、

国民健康保険の中で説明しました内容と同じでご

ざいますので、説明は省略させていただきます。 

 次の③に施行期日が書いてありますが、本年

４月１日からの施行になります。 

 以上で、後期高齢者医療事業特別会計について

説明を終わります。よろしく御審査賜りますよう

お願い申し上げます。 

○委員長（永山伸一）それでは、これより質疑

に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）では、次に所管事務調査

に入ります。 

 説明があれば、お願いします。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、その他

所管事務について御説明いたしますので、別冊

１の１６ページをお開きいただきたいと存じます。 
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 １の国民年金制度関係について御説明いたしま

す。（１）平成２７年度の国民年金保険料は、月

額１万５,５９０円となっております。これは、そ

こに記載のとおりではございますが、平成１６年

の改正で決まりました保険料額に、物価や賃金の

変動を加味して決定されることになっており、平

成２７年度は記載の額となっております。 

 次に、（２）平成２７年度の国民年金支給額に

つきましては、毎年の物価や賃金の変動を反映し、

決定されることになっており、平成２７年度は本

来ならば物価の上昇に合わせ、２.３％の増加とな

るところでございましたが、マクロ経済スライド

が初めて実施され、支給額の伸びが物価の上昇よ

りも０.９％低く抑えられ、また過去に物価が下が

ったのに、年金を引き下げられず払い過ぎとなっ

ていた部分を適正額に戻すための措置として

０.５％減額し、０.９％の増額となり、４月以降

の支給額は記載のとおり６万５,００８円となって

おります。 

 続きまして、１７ページをお願いいたします。 

 ２として、短期被保険者証・資格証明書の交付

状況について、国民健康保険、後期高齢者医療保

険について掲載してございますので、御参照いた

だきたいと存じます。 

 以上で、所管事務調査に係る説明を終わります。

よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（永山伸一）それでは、ただいま説明

があった分を含めて、所管事務全般について質疑

に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑ないと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（永山伸一）では、次に障害・社会福

祉課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第２６号 薩摩川内市障害者福祉作

業所条例を廃止する条例の制定について 

○委員長（永山伸一）まず、議案第２６号薩摩

川内市障害者福祉作業所条例を廃止する条例の制

定についてを議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）では、

議案第２６号薩摩川内市障害者福祉作業所条例を

廃止する条例の制定について御説明いたします。 

 議案つづりその２の２６─１ページ、２６─

２ページをごらんください。 

 作業指導等を通じ、障害者の社会参加の促進及

び福祉の向上を図るために設置しております川内

福祉作業所及び入来福祉作業所について、その用

途を廃止し、普通財産に変更しようとするもので

ございます。 

 川内福祉作業につきましては、障害福祉サービ

ス事業所として無償譲渡を、入来福祉作業所につ

きましては、廃止後解体することとしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）それでは、これから質疑

に入ります。御質疑願います。 

○委員（上野一誠）この廃止の理由というのを、

もう少し中身を教えてください。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）まず、

川内の福祉作業所につきましては、民間の障害福

祉サービス事業所が多く立ち上がっておりまして、

適切な運営がなされているところでございます。

また、この川内の福祉作業所につきましても、現

在も指定管理を委託してるんですけれども、無料

で委託しておりまして、当然、民間譲渡しても、

うまく運営なされるものというふうに思っている

ことと。もう一つ、入来の福祉作業所につきまし

ては、施設の利用状況を勘案し、廃止をして、土

地が民有地であるために廃止後解体するというこ

ととしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）ここに通っていらっしゃっ

た人たちは、これをなくすることで、何か影響と

か、それはありますか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）入来に

つきましては、現在入来にお住まいの方で、そこ

の土地をお持ちの方のお子様がそこに通っていら

っしゃったところだったんですけども。川内の福

祉作業所が送迎もするということでお話をされた

ところだったんですが、御自分の意向の沿ったと

ころにまた変わられるということになっているよ

うでございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに
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ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第２７号 財産の無償譲渡について 

○委員長（永山伸一）では、次に議案第２７号

財産の無償譲渡についてを議題とします。 

 補足説明をお願いします。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）議案第

２７号財産の無償譲渡について御説明いたします。 

 議案つづりその２の２７─１ページ、２７─

２ページ及び位置図、平面図をごらんください。 

 議案第２６号を受けまして、永利町福祉の里に

あります川内福祉作業所の建物、鉄骨造スレート

ぶき平屋建て、面積２３６平方メートルを、現在、

作業所の指定管理者であります特定非営利活動法

人薩摩ひまわりへ、障害福祉サービス事業所とし

て無償譲渡するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）では、これより質疑に入

ります。御質疑願います。 

○委員（福田俊一郎）今回、無償譲渡というこ

とで、ＮＰＯの薩摩ひまわりが今後維持管理をし

ていくとなっておりますけれども。今後の維持管

理の上で、いろいろ整備しなければならないいろ

んな経費が出てくる際には、全てこのＮＰＯの負

担ということになるのでしょうか。それとも、ま

た別途補助金等も考えて大きな額については、市

のほうで補助されるという考えでしょうか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）先ほど

も申し上げましたとおり、現在も指定管理を委託

しているところなんですけれども、無料で委託を

しているところでございます。現在も建物の維持

管理も含め、御自分たちでなさっているとこでご

ざいます。実際、川内福祉作業所の昨年度の実績

から見ましても、就労継続支援のＢ型の事業所と

して、また生活介護の事業所として、十分経費は

この事業所の実績の中で賄っていかれるものとい

うふうに認識しているところでございます。 

○委員長（永山伸一）よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑は尽きたと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（永山伸一）それでは次に、審査を一

時中止しておりました議案第３９号平成２７年度

薩摩川内市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明をお願いします。 

○市民福祉部長（春田修一）同じく予算の概要

の５２ページをお開きいただきたいと思います。 

 障害・社会福祉課につきましては、５２ページ

の最下段からでございます。 

 拡充としまして、避難行動要支援者避難支援事

業の中で、一番上の丸のところでございますが、

今回災対法の改正によりまして、避難行動要支援

者避難支援が登録をするようになりました。その

ような関係もございまして、現在ありますシステ

ムを住基と連動するという形で改修しようとする

ものでございまして、この部分を新たに本年度予

算でお願いしているところでございます。 

 ５３ページの上段でございます臨時福祉給付金

支給事業、これにつきましては本年度も実施して

おりますが、これが政府の方針によりまして、消
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費税の１０％値上げが予定されている平成２９年

度４月でございますので、それまでの間、平成

２７年度、平成２８年度まで継続するというよう

なこと等から、今回計上いたしております。今回

の支給額は、６,０００円という形でなっておりま

す。 

 以上、簡単ではございますが、障害・社会福祉

課の予算の概要の説明を終わらせていただきます。

予算の詳細につきましては、この後、課長のほう

で説明させていただきたいと思います。 

○委員長（永山伸一）では、補足説明をお願い

します。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）歳出予

算について、御説明申し上げます。 

 予算調書の１３４ページをお開きください。

３款１項１目社会福祉総務費の社会福祉管理運営

費は、社会福祉事務及び地域福祉推進事業等に係

る経費で、事業費は３億３,５０７万円です。主な

ものは、社会福祉事務嘱託員など２８５人の報酬、

支所の職員など２４人分の給与費、社会福祉協議

会運営補助金等でございます。 

 次に、同じく１３４ページ下の段、社会福祉施

設管理費１０２万４,０００円は、社会福祉施設の

維持管理に係る経費でございます。 

 次のページをお開きください。臨時福祉給付金

給付事業費２億１４２万９,０００円は、臨時福祉

給付金給付に係る経費でございます。 

 市民福祉委員会資料の２５ページをお開きくだ

さい。先ほど、部長が説明したとおりでございま

すが、支給対象者は、基準日、平成２７年１月

１日において住民基本台帳に記録されている方で、

市町村民税（均等割）が課税されていない方とな

ります。また、その方が市町村民税（均等割）が

課税されている方の扶養親族となっている場合や

生活保護制度の被保護者となっている場合は、支

給の対象外となります。先ほど申し上げましたと

おり、支給金額は一人当たり６,０００円でござい

ます。昨年度は１万円でした。今回は、老齢基礎

年 金 、 障 害基 礎 年金 等の 受 給 者 に対 す る

５,０００円の加算はございませんが、子育て世帯

臨時特例給付金との併給調整は行わない。つまり、

支給対象世帯の児童につきましては、一人当たり

３,０００円があわせて支給されることとなります。

支給対象者数は、おおむね２万７,０００人を見込

んでおります。今後のスケジュールですが、平成

２７年度市民税が確定後、均等割非課税者を抽出

し、支給対象と思われる世帯に申請書を送付した

いと考えております。 

 次に、同じく１３５ページ下の段、３款１項

２目身体障害者等福祉費の一般障害者自立支援事

業費８,６００万７,０００円は、障害者団体への

運営費助成、障害者施設の維持管理、福祉タク

シー等利用料の助成等に係る経費で、主なものは

職員７人分の給与費、サン・アビリティーズ川内

の指定管理料、身体障害者福祉協議会運営補助金、

福祉タクシー等利用料助成でございます。 

 次に、１３６ページです。障害者（児）自立支

援事業費２１億１,５２３万６,０００円は、障害

福祉サービス及び障害福祉サービス利用料助成等

に係る経費で、主なものは、障害認定訪問調査相

談業務嘱託員３人、育成医療嘱託医などの報酬、

介護給付費、自立支援医療費等補助事業扶助費で

ございます。 

 同じく１３６ページ下の段、重度心身障害者医

療費助成事業費２億５,７３５万３,０００円は、

重度の心身障害者の医療費助成及び医療費助成申

請書回収業務委託に係る経費で、行政事務嘱託員

（Ⅱ種）３人の報酬、医療費助成費が主なもので

ございます。 

 次に、１３７ページをお開きください。特別障

害者手当等給付事業費４,３６７万２,０００円は、

特別障害者手当等の給付に係る経費で、嘱託医二

人の報酬及び特別障害者手当等給付に要する経費

でございます。 

 同じく１３７ページ下の段、地域生活支援事業

費１億７,５３５万８,０００円は、市町村事業と

して実施する地域生活支援事業に係る経費で、主

なものは、手話通訳業務嘱託員の報酬、地域活動

支援センター事業及び相談支援事業業務委託等の

委託料、日常生活用具等給付費など、補助事業扶

助費が主なものでございます。 

 次に、１３８ページ上の段、障害児通所支援事

業費１億８,６９２万８,０００円は、未就学児の

児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業

並びに利用料助成に係る経費で、子ども発達支援

センターつくし園の指定管理料及び放課後等デイ

サービス事業に係る補助事業扶助費が主なもので

ございます。 
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 同じく、１３８ページ下の段、小児慢性特定疾

患児日常生活用具給付事業費６４万８,０００円は、

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具給付及

び軽度・中等度難聴児補聴器助成事業に係る経費

でございます。 

 次のページ、１３９ページです。３款１項３目

地方改善対策費の、隣保館管理運営費４,１３１万

４,０００円は、隣保館の管理運営に係る経費で、

隣保館長等嘱託員５人の報酬、職員一人の給与費、

冷水・永田・杉ノ角会館空調設備取替工事費、人

権啓発等連絡協議会運営補助金が主なものでござ

います。 

 同じく１３９ページ下の段、３款５項１目災害

救助費１,３５０万６,０００円は、局地災害救助

及び災害救助法適用による自然災害など、り災者

等への援助事務等に係る経費で、災害弔慰金等扶

助費が主なものでございます。 

 続きまして、一般会計の歳入について、主なも

のを御説明いたします。 

 予算調書の２９ページをお開きください。

１５款１項１目民生費負担金１１億６,８９２万

１,０００円は、障害者自立支援給付費等負担金、

児童発達支援センター給付費負担金等です。 

 次に、１５款２項２目民生費補助金２億

３,７３４万９,０００万円は、臨時福祉給付金給

付事業費補助金等です。 

 次のページ、１６款１項１目民生費負担金５億

６,８２０万円は、障害者自立支援給付費等負担金、

児童発達支援センター給付費負担金等です。 

 次に、１６款２項２目民生費補助金１億

５,７１６万１,０００円は、重度心身障害者医療

費助成事業費補助金等となっています。 

 次に、１９款１項３目り災救助基金繰入金

１,０８５万５,０００円は、災害救助費として、

災害り災者援護措置要綱に基づく救助を行うため、

必要経費分を取り崩し、繰り入れるものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（永山伸一）それでは、これより質疑

に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（永山伸一）次に、所管事務調査に入

ります。 

 説明があれば、お願いします。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）それで

は、市民福祉委員会資料の２６ページをお開きく

ださい。 

 社会福祉法の規定に基づく第２期薩摩川内市地

域福祉計画について、概要版で説明させていただ

きます。１２月議会におきましても、地域福祉計

画策定に係るパブリックコメントの実施について

御説明したところではございますが、薩摩川内市

地域福祉計画は、薩摩川内市総合計画の下に位置

し、本市で暮らす全ての市民を地域全体で支え、

誰もが住みなれた地域で、その人らしい自立した

生活が送れるような地域福祉の理念を記す計画で

あり、５年ごとに策定することとされております。 

 今回は、薩摩川内市社会福祉協議会が策定しま

す民間の活動・行動計画であります地域福祉活動

計画と策定時期を合わせ、平成２７年度から平成

３１年度の５年間を計画期間として策定するもの

でございます。 

 次のページにありますように、「全ての市民が

住み慣れた地域で お互い支え合い 安心して健

やかに暮らせるまちづくり」を基本理念とし、四

つの基本目標を掲げております。 

 策定に当たりまして、地区コミュニティ協議会

や社会福祉事業関係者、並びに学識経験者など

１５名の委員で構成されております地域福祉推進

委員会において、御協議をいただきました。 

 また、今後の本計画の進行管理につきましても、

この地域福祉推進委員会において、評価いただく

こととしております。 

 続きまして、市民福祉委員会資料の２８ページ

をお開きください。障害者総合支援法の規定に基

づく第４期薩摩川内市障害福祉計画について、概

要版で説明させていただきます。 

 同じく１２月議会におきまして、障害福祉計画

策定に係るパブリックコメントの実施について御

説明したところではございますが、障害福祉計画

は、薩摩川内市障害者計画の実施計画と位置づけ

られ、３年ごとに策定することとされております。
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今回は、平成２７年度から平成２９年度を計画期

間として、第４期計画を策定するものでございま

す。国の基本指針に基づいた数値目標の設定が主

な内容となっております。 

 また、今回は策定委員会は設置しておりません

が、これまで自立支援協議会の五つの専門部会並

びに自立支援協議会で御審議いただいております。 

 続きまして、委員会資料３０ページです。サ

ン・アビリティーズ川内の評価結果の報告をいた

します。 

 指定管理者は、特定非営利活動法人川内スポー

ツクラブ０１で、指定期間は平成２３年４月１日

から平成２８年３月３１日でございます。昨年の

１１月６日に評価委員会を開催しております。総

合評価の結果、すぐれているとの評価を受けてお

ります。 

 次に、委員会資料３２ページです。川内福祉作

業所の評価結果の御報告をいたします。 

 先ほど御審議いただいたとおり、今年度末で無

償譲渡いたしますが、指定管理者は特定非営利活

動法人薩摩ひまわりで、同じく昨年の１１月６日

に評価委員会を開催し、総合評価の結果、すぐれ

ているとの評価を受けております。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（永山伸一）それでは、これを含めて

所管事務全般について質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）質疑はないと認めます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（永山伸一）本日の委員会は、これで

延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（永山伸一）異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会はこれで延会いたします。 

 次の委員会は、１６日午前１０時から第２委員

会室で開会します。
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受 理 番 号 請願第 １ 号 受理年月日 平成２７年 ２ 月２４日 

件 名 受動喫煙の防止措置の強力な推進を求める請願書 

請 願 者 
日置市伊集院町妙円寺二丁目２１番地３ 

渉 秀憲 

紹 介 議 員 井上 勝博 

要          旨 

先にＷＨＯは締約国に、たばこの煙へのばく露が、死亡・疾病・障害を引き起こすことが科学的に証明され

ていることを認識すること等の勧告を出し、それに基づき我が国では、平成１５年に健康増進法（以下「法」

という。）が施行された。 

法第２５条に「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食

店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するため

に必要な措置を講ずるように努めなければならない。」とある。 

法に定められている施設とは、公営・民営を問わず、また、規模の大小を問わず、受動喫煙の防止に努めな

ければならない。言い換えれば、完全な分煙を施すべきである。 

しかして現状をみるに、公共の施設は分煙が進んでいるが、民間の、特に飲食店等は、営業上の理由等でほ

とんどが無措置と言わざるを得ない。 

よって、法の強力な推進のために、下記に準じて施策を推進されるよう請願する。 

 

記 

 

１ 市は、県や保健所と連携しつつ、傘下の全ての施設について、法第２５条に関しての説明・啓発を強力に

推し進めること。また、措置状況の実態調査を行うこと。 

２ 市は、市民に対して、適宜、法の趣旨の周知徹底に努めること。また、措置実施の必要経費の軽減のため

に、労働安全衛生法に基づく助成金の制度があることも併せて周知すること。 

３ 法の円滑な実施のため、実施のための準備期間や手法、助言内容、実態調査などを定めた条例を制定する

こと。 

４ 措置がなされていない施設には、速やかに実施されるよう勧告すること。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 48 -  

 

 

 

 

 

 

 

薩摩川内市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

 

                   薩摩川内市議会市民福祉委員会 
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